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スタート！！
マイナンバー制度

マイナンバー広報キャラクター
愛称：マイナちゃん

マイナンバーとは？

何のために導入されるの？

どんなときに利用するの？

日本に住む全ての人に割り当てられる12桁の社会保障と税の共通
番号のことです。

年金や福祉などの申請時に添付す
る書類が減り、国民の負担が軽減さ
れます。行政機関が持っている自分
の情報を確認したり、行政機関から
様々なサービスのお知らせを受け
取ったりできます。

国民の
利便性の
向上

所得や行政サービスの受給を正確
に把握し、不正受給の防止などに役
立ちます。また、本当に困っている人
へのきめ細やかな支援ができます。

公平・
公正な
社会の実現

事務が効率化され、これまでよりも
手続きが早く正確になります。

平成28年１月以降、国の行政機関や地方公共団体などにおいて、社会保
障・税・災害対策の分野で利用されます。

●マイナンバーは法律で定められた目
的以外に利用できません。

●第三者機関（特定個人情報保護委員
会）においてマイナンバーが適切に
管理されているか監視します。

●法律に違反した場合、従来に比べて
罰則を強化しています。

●児童手当の現況届や町県民税の申告書を役場に提出する際にマイナン
バーを提示します。

●税務署へ確定申告書を提出する際にマイナンバーを提示します。
●お勤め先への扶養親族届出の際にマイナンバーを提示します。

行政の
効率化

利用場面の例

民間事業者の方もマイナンバー制度への対応が必要です！！
源泉徴収票の作成や社会保険の手続きなどでマイナンバーを取扱います。

安心・安全の対策
マイナンバーと結びついた個人情報を保護するため、

様々な対策が講じられています。

■ 制度面では
●個人情報はこれまで通り、市町や県な
どの各行政機関において分散管理す
ることで、情報漏えいを防ぎます。

●情報にアクセスできる人は制限・管
理されています。

●行政機関同士での通信は、マイナン
バーを直接使いません。

■ システム面では

個人情報の
漏えい対策は大丈夫？

まずは11月中旬にお届けする
通知カードを受け取ろう！！
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マイナンバー取扱いの注意点
●法律に規定があるものを除き、マイナンバーの利用・収集は禁止しています。むやみにマイナンバーを
提示しないでください。 

●他人のマイナンバーを不正に入手することや、他人のマイナンバーを取扱う者がマイナンバーや個人の
秘密が記憶された個人情報ファイルを不当に提供することは、処罰の対象になります。

●11月中旬以降、住民票に記録されている住所に、簡易書留郵
便（受取サインが必要で、転送されない郵便）で届きます。世帯
単位で届くため、家族のどなたかが在宅であれば、ご家族全員
分の受け取りができます。

●配達の際、受け取れなかった方には、郵便局から不在連絡票が
入ります。簡易書留の受け取り期間は、原則７日間です。それま
でに受け取りがない場合、通知カードは長与町役場に返戻され
ます。郵便局の不在連絡票が届いたら、案内にしたがって、早め
に通知カードの受け取りをしてください。

※お受け取りの郵便局を指定することもできます。詳しくは、不在連絡票
をご覧ください。

マイナンバーはどうやって知るの？

通知カードの届く時期と発送方法

マイナンバー をお知らせするための通知カードが届
きます。

紙製で、券面に氏名、住所、生年月日、
性別、マイナンバーが
記載されたカードです。

通知カード
とは？

長与町周辺郵便局の営業時間

◎返戻後の役場での受け取りについては、後日文書でお知らせします。

平日

土曜日

日曜・休日

西彼杵
郵便局

長与
郵便局

長与嬉里
郵便局

長与ニュータウン
簡易郵便局

長与高田
郵便局

長崎女の都
郵便局

長崎北
郵便局

長崎中央
郵便局

8：00～
20:00

8：00～
17:00

9：00～
12:30

9：00～
17:00

取扱なし

取扱なし

9：00～
17:00

取扱なし

取扱なし

9：00～
17:00

取扱なし

取扱なし

9：00～
17:00

取扱なし

取扱なし

9：00～
17:00

取扱なし

取扱なし

8：00～
21:00

8：00～
21:00

8：00～
19:00

0：00～
24:00

0：00～
24:00

0：00～
24:00

通知カードは
この部分

この部分は
個人番号カードの
申請書

切り取れます

通知カードイメージ
表面 裏面

封筒の中身は以下の4点です
②宛名台紙

③説明用パンフレット (8ページ3つ折り） ④個人番号カード申請書の返信封筒

①通知カードと個人番号交付申請書
世帯全員分がまとめて入っています
（※最大８人分まで）
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マイナンバーに関係する手続きで、個人番号と身元を１枚で確認できる顔写真付きカード
です。運転免許証のように公的な身分証明書として広く活用できます。
また、カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Taxをはじめとした各種行政
手続きのオンライン申請を行うことができます。有効期限は発行日から申請者の10回目の
誕生日まで（20歳未満の方は５回目の誕生日まで）となっています。

個人番号カードの申請書に署名し、顔写
真を添付のうえ、返信用封筒に入れて
郵便ポストへ！！

※個人番号カードのＩＣチップには、所得情報や健康情報など
のプライバシー性の高い個人情報は記録されません。万
一、紛失・盗難にあった場合には、24時間365日専用ダイ
ヤルで対応します。顔写真やパスワードが設定されていま
すので、もともと不正利用されるリスクは限定的です。

個人番号カード

個人番号
カードとは？

（注意）平成28年１月以降に交付開始予定です。交付場所は長与町役場です。

個人番号カードイメージ

マイナンバーは生涯にわたって 利用します。大切にしてください。

個人番号
カードの
申請方法

個人番号
カードの
受け取り

申請方法は
主に2つあります。

郵送で申請A

スマートフォンで顔写真を撮影
し、所定のフォームからオンライ
ン申請！！

オンラインで申請B

平成28年1月以降、個人番号カードの交付準備ができた
ことをお知らせする通知が届きます。
長与町役場の窓口での受け取りの際は以下3点をお持ち
ください。

①通知カード 

②交付通知書（申請後届きます） 

③本人確認書類（運転免許証やパスポート、在留カードなど）

詳
し
い
申
請
方
法
は
、通
知
カ
ー
ド
と
一
緒
に
届
く

説
明
用
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
確
認
し
て
ね
！！

マイナンバー制度に
ついての詳しい
内容や、お問い
合わせは

ホームページ（内閣官房）
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html
マイナンバー

政府広報オンライン
http://www.gov-online.go.jp
政 府 広 報

マイナンバー公式twitter
https://twitter.com/MyNumber_PR

コール
センター

☎0570-20-0178（日本語）
マイナンバー

☎0570-20-0219
   （英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）

〈対応時間〉：平日９時30分～２０時
               土日祝日９時３０分～１７時３０分
　　　　　 （注意）通話料金がかかります

■問  【通知カード・個人番号カード担当】
　  役場住民課　☎801-5825

【番号制度担当】
役場総務課　☎801-5781

マイナンバー（個人番号）等の記載
ICチップの搭載

氏名、住所、生年月日、性別、
顔写真などの記載

表面 裏面

※住基カードをお持ちの方は、個人番号カードと重複所持はできません
ので、交付の際に回収します。

※代理人による受け取りもできます。ただし、別途委任の旨を証する書
面が必要です。
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（備考）
一般会計の残高には、地方交付税の代替措置として発行される
「臨時財政対策債」の残高59億5,614万円が含まれています。

○都市計画税とは
　都市計画税は、街路や公園等の整備などを行う都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目
的税で、1月1日現在において、都市計画区域のうち市街化区域に所在する土地・家屋の所有者に固定資産税と合わせ
て納めていただくものです。

○都市計画税の税額の計算方法は　税額＝課税標準額×税率（0.3％）

平成26年度

問財務課　☎801ー5783

一般会計の決算

※その他の内訳
　財産収入 （　　1,887万円）
　寄附金 （　　　　55万円）
　繰越金 （3億3,620万円）
　諸収入 （2億2,830万円）

町税の内訳
（町民の皆さまが町に納めた税） ※その他の内訳

　商工費 （5,108万円）
　労働費 （3,305万円）
　災害復旧費 （   695万円）
　諸支出金 （     11万円）

23億8,410万円
14億8,893万円
2億8,764万円
2億2,884万円
8,153万円
15万円

町 民 税
固定資産税
都市計画税
町たばこ税
軽自動車税
入 湯 税

基金（貯金）残高
16億8,054万円
11億4,004万円

10億7,939万円

38億9,997万円

財政調整基金
減債基金

その他特定目的基金
（教育・福祉など）

合　　計

町債（借金）残高
139億6,775万円
5億   877万円
9億6,278万円
31億3,609万円
185億7,539万円

一般会計
土地区画整理事業特別会計

水道事業会計
下水道事業会計
合　　計

都市計画事業費の財源内訳 都市計画事業費
項　　目
特定財源

（国・県支出金、地方債）

一般財源
（住民税・固定資産税・地方交付税など）

都市計画税
合　　計

金　額

695,075

1,051,392

287,642
2,034,109

構成比

34.2

51.7

14.1
100.0

※金額は、1万円未満を端数処理しています。

※基金…災害などの不測の事態や財源不足に備えるため及びある
　　　　特定の目的のための積み立て（貯金）

※町債…学校、道路、施設などを建設するために発行した起債（借金）

項　　目
街路事業
公園整備事業
下水道事業

土地区画整理事業
地方債償還額
合　　計

事業費
498,484
173,935
195,909
601,402
564,379
2,034,109

構成比
24.5
8.6
9.6
29.6
27.7
100.0

長与町の決算（一般会計）を家計簿に例えると…（月収30万円と仮定して）
収　　入

給料（町税など）

親からの仕送り
（地方交付税・国県支出金など）
その他の収入（貯金の切り崩しなど）
（基金取り崩し、使用料・手数料など）
借入金（町債）

105,000円

120,000円

42,000円

33,000円
A　300,000円

支　　出

貯金残高　1,096,500円

翌月への繰越（A－B）＝16,700円

食費・光熱水費など
（職員の給料・消耗品等の購入など）
教育費・子どもへの仕送り・親類への援助など
（扶助費・他の会計への繰出金・各種団体への補助金など）
家の増改築・車の修理など
（道路や学校の建設・維持補修費など）
ローン返済（町債の返済）

82,200円

124,600円

36,800円

39,700円
B　283,300円

ローン残高　3,927,000円ロ ン残高 3 927 000円

貯金残高、ローン残高については年収360万円とした場合

報告
決算
　9月1日から18日まで開催された9月定例
議会で町が1年間でどのような事業を行っ
たかをみる「平成26年度決算」が認定され
ました。そこで今回は平成26年度の一般会
計・特別会計及び企業会計の決算概要を
皆さまへお知らせします。

01

基金・町債02

都市計画税　～こんな事業に使っています～03

128億475万円
（一般会計）

歳　入
町税

44億7,119万円
（35％）

繰入金
7億2,478万円（6％）

分担金及び負担金
2億7,607万円（2％）

使用料及び手数料
1億5,471万円（1％）

その他（※）
5億8,392万円（5％）

国・県支出金
26億2,216万円
（20％）

地方交付税
19億9,942万円
（15％）

町債
13億9,908万円
（11％）

地方消費税交付金
3億7,889万円（3％）

地方譲与税
9,580万円（1％）

その他交付金
9,873万円（1％）

（単位：千円，％） （単位：千円，％）

120億9,098万円
（一般会計）

歳　出

民生費
40億9,769万円
（34％）

土木費
18億2,530万円
（15％）

公債費
16億8,450万円
（14％）

総務費
14億9,592万円
（12％）

衛生費
10億9,343万円
（9％）

教育費
10億5,941万円
（9％）

消防費
4億555万円（3％）

農林水産業費
1億8,371万円（2％）

議会費
1億5,428万円（1％）

その他（※）
9,119万円（1％）

平成

問財

　9月
議会
たか
ました
計・特
皆さ

　平成26年度の一
般会計決算は、歳入

・歳出とも

25年度より増加
し、歳入が128億

475万円

（+6.6％）、歳出が
120億9,098万円

（+6.5％）と

なりました。

　25年度と比較す
ると、過去に発行し

た町債（借

金）の借換えや長
与小学校校舎建設

事業に係る

町債の償還など借
金の返済に係る経

費が多く、公

債費が5億1,174
万円（+43.6％）増

加しました。

また、当町でソフト
ボール競技が行わ

れた第69回

国民体育大会の長
与町実行委員会へ

の運営補助、

長与小学校旧校舎
跡地のグラウンド

整備、26年

度に完成したごみ
焼却場の建設や運

営に係る長

与・時津環境施設
組合への負担金な

どにより、そ

れぞれ総務費（+3
.7％）、教育費（+6

.9％）、衛生

費（+4.2％）が増加
しました。

平成26年度長与町

一般会計決算の概
要

教育費
25,021円

一人あたりで考えると…
一人あたりの町税負担額は…
105,602円です。

一人あたりに使われた町のお金は…
一般会計で285,569円です。

町民税 固定資産税

都市計画税 町たばこ税

民生費 土木費
56,308円 35,166円

6,794円 5,405円

43,111円
総務費
35,331円

※一人あたりの町税負担額及び使われたお金の算定は、平成27年3月末の住民基本台帳人口（42,340人）を基にしています。

96,781円

消防費 農林水産業費
9,578円 4,339円

議会費
3,644円

その他 1,929円 その他 2,154円

衛生費
25,825円

公債費
39,785円

¥ ¥¥
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T O P I C S  N E W S

情
報
通

①分限処分者の状況
分限処分者はいません。

②懲戒処分者の状況
区分 戒告 減給 停職 免職 計

一般行政職 0 0 0 0 0
水道局 0 0 0 0 0
計 0 0 0 0 0

①研修の実績
「実務主義」、「支援主義」の基本方針に基づき、延べ797
人に対し、職員研修を行いました。
②勤務成績の評定の状況
地方公務員法第40条の規定に基づき、平成24年度より人
事評価を実施しています。人事評価は、職員の質の向上
（能力開発）による住民サービスの向上、および適正な評
価と処遇反映により職員のモチベーションを高めるため、
意欲・態度評価、能力評価、業績評価により実施してい
ます。

①年次有給休暇の取得状況
区分 平均取得日数（日）有給休暇消化率（％）

一般行政職 7.9 39.57
水道局 12.3 61.54
全職員 8.4 41.88

※消化率＝（取得日数／平成26年度付与日数）×100

②育児休業及び部分休業の取得状況
　育児休業取得者　　　2人
　部分休業取得者　　　0人

①衛生管理関係の実施状況
一般健康診断受診者259人（対象者259人）
②公務災害認定件数
一般行政職員　3人
③職員会事業の実施状況
地方公務員法第42条の規定に基づく職員の保健、元気回
復その他厚生に関する以下の事業を、長与町職員会（会
員数221人）において実施しました。
・人間ドック及び各種がん検診の助成
・各種レクリエーション事業
・庁舎周辺の清掃
・その他職員の福利厚生に関する事業

④特別職の報酬などの状況（平成26年度）
区分 給料(報酬)月額 期末手当
町長 857,000円

2.6 月分

副町長 691,000円
教育長 651,000円
議長 343,000円
副議長 285,000円
議員 258,000円

③級別職員数の状況（平成26年4月1日現在）
区分 標準的な職務内容 一般行政職 水道局
7級 部長、会計管理者、次長、局長、理事の職務 9人 1人
6級 課長、室長、課長職に相当する局長などの職務 23人 2人
5級 場長、所長、参事、課長補佐などの職務 30人 3人
4級 副参事、上級主査の職務 43人 7人
3級 係長、主査、主任の職務 32人 2人
2級 主事、保健師、保育士及び栄養士の中級職務 31人 5人
1級 主事、保健師、保育士及び栄養士の初級職務 24人 2人
※教育職員（3人）・再任用職員（4人）は含みません。

①職員の平均年齢、平均給料月額の状況（平成26年4月1日現在）
区分 職員数（人） 平均年齢 職員1人当たりの平均給料月額

一般行政職 192 40歳 2月 311,420円
水道局 22 41歳 4月 315,267円
全職員 214 40歳 4月 311,815円

※教育職員（3人）・再任用職員（4人）は含みません。

②期末手当・勤勉手当の状況（平成26年度）

支給割合 期末手当 2.6 月分
勤勉手当 1.5月分

加算措置
職制上の段階、職務の級などによ
る加算措置
役職加算　5～15％

②昇任及び降任の状況（平成26年度）　　　　　　（単位：人）

区分
昇　　任

降任係長級 課長
補佐級 参事級 課長級 部長級

一般行政職 7 6 3 12 5 0
水道局 1 0 1 0 0 0
計 8 6 4 12 5 0

　平成26年度の長与町人事行政の運営などの状況について、その概要を公表します。詳しくは、長与町ホームペー
ジに公開しておりますのでご覧ください。

職員の任免及び職員数に関する状況

職員の給与の状況

職員の休暇など取得の状況

職員の福祉及び利益の保護の状況

職員の分限及び懲戒処分の状況

職員の研修及び勤務成績の評定の状況

①採用及び退職などの状況（平成26年度）　　　　（単位：人）

区分 採用
退　　職

定年 勧奨 自己
都合 死亡 懲戒

免職
一般行政職 11 9 3 1 0 0
水道局 1 1 0 0 0 0
計 12 10 3 1 0 0

※本公表における「一般行政職」とは、水道局以外の職員を指します。（以下同じ）

町の人事行政の運営などの状況を公表します。　 問総務課　☎801-5781
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特別会計・企業会計の決算04

健全化判断比率・資金不足比率05

　特定の事業を行うため、歳入歳出を一般会計と区別して別個に処理するための会計で、長与町には以下
の5会計があります。

特別会計

※赤字や資金不足が生じていないため
　①・②・⑤の比率は「－」で表記しています。

健全化判断比率
①実質赤字比率
②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率

26年度決算
－
－
  8.7　
  18.8  　

早期健全化基準
13.98
18.98
25.0　
350.0　　

財政再生基準
20.00
30.00
35.0　

⑤資金不足比率
26年度決算
－

経営健全化基準
20.0　

区　　分
駐車場事業特別会計
土地区画整理事業特別会計
国民健康保険特別会計
介護保険特別会計
　　保険事業勘定
　　介護サービス事業勘定
後期高齢者医療特別会計

歳　入
843万円

7億3,407万円
43億9,622万円

26億3,360万円
2,879万円

4億1,757万円

歳　出
736万円

7億2,579万円
43億6,050万円

24億5,163万円
1,836万円

4億1,682万円

　民間の事業と同じようにその事業によって得られる収入で支出をまかなう独立採算を原則としており、
長与町には水道事業と下水道事業の2事業があります。

　水道事業、下水道事業ともに経営成績は黒字決算となり、財政状態においては資金不足も発生せず健全
経営を維持しています。
　また、資本的収支の収入不足については、損益勘定留保資金（減価償却費など現金の支出を伴わない費
用）および減債積立金（企業債償還の財源となる積立金）などで補てんしました。

　この比率は地方公共団体の財政の健全性を示す指標です。法令で定められた基準値（早期健全化基準・財政再生基準ま
たは経営健全化基準）を超えると、改善が必要な団体とみなされ、地方債の借入が制限されたり、財政健全化に向けての計
画策定が求められます。
　本町では、いずれの比率も基準値以下であり、「財政は健全である」との結果となりました。今後も健全な財政運営に努め
てまいります。

企業会計

企業会計

水道事業決算

下水道事業決算

収益的収支
※主に維持管理関係
資本的収支
※主に設備投資関係
収益的収支
※主に維持管理関係
資本的収支
※主に設備投資関係

収　入
7億8,955万円

（内料金 6億7,341万円）

5,480万円

11億2,201万円
（内使用料 6億4,367万円）

3,854万円

支　出

6億6,442万円

3億9,753万円

9億　205万円

3億4,097万円

実質公債費比率

（％）0 10 20 30 40
早期健全化基準
（25.0）

10
長与町（8.7） 財政再生基準

（35.0）

イエローカード

将来負担比率

（％）0 100 200 300 4000 10
長与町（18.8） 早期健全化基準

（350.0）

イエローカード

（単位：％）

レッドカード

①実質赤字比率

②連結実質赤字比率
③実質公債費比率
④将来負担比率
⑤資金不足比率

一般会計における実質赤字額｛歳出総額－（歳入総額－翌年度へ繰り越すべき財源）｝の標準財政規模※に対する比率
　※標準財政規模：標準的に収入が見込まれる経常的な一般財源
一般会計・特別会計・公営企業会計における実質赤字額の合計の標準財政規模に対する比率
一般会計が1年間に負担した地方債の償還などの標準財政規模に対する比率
地方債残高のほか一般会計が将来負担すべき負債の標準財政規模に対する比率
公営企業会計における資金不足額（赤字額に相当するもの）の事業規模に対する比率。本町は水道事業、下水道事業、
土地区画整理事業の3会計が対象
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第29回一瀬杯ソフトテニス大会結果
【中学１年男子】
③塩田・上野（高田）

【中学１年女子】
①中川内・松下（長与第二）
②加藤・山下（長与）
③園田・増山（長与第二）

【中学２年男子】
③白濵・吉木（高田）

【中学２年女子】
①本多・谷村（長与第二）
②毎熊・後藤（高田）
③亀川・林田（長与）

第77回長与町グラウンド・ゴルフ大会結果
■時 ９月８日　■所 ふれあい広場
①柳原道夫　②瓦吹進　③川崎勘左衛

第31回長与町小学生バレーボール大会結果
■時 ９月６日　■所 洗切小学校体育館
①長与小男子
②高田小女子A
敢闘賞 洗切小男女

問 社会福祉協議会　☎883-7760

ソフトボールで地域親睦−第61回町民ソフトボール大会−

サニータウン北自治会　14大会ぶりの優勝！
　第61回町民ソフトボール大会が９月13日、ふれあい広場をメ
イン会場に開かれ、町内各地区から38チームが参加しました。
　開会式では、大会会長の吉田町長が激励し、サニータウン南自
治会の井手口亮さんが選手宣誓を行いました。
　また、来年実施される「ねんりんピック長崎2016」大会の周
知のため、ねんりんピック応援団のがんばくんも各会場へ応援に
駆けつけ、子どもたちや地域の方と交流しました。
　各会場とも熱戦が繰り広げられ、観客も選手も一体となり、大
いに盛り上がった一日となりました。

◆結果
　優　勝	 サニータウン北
　準優勝	 緑ヶ丘
　第３位	 馬込一本松・川頭
	 百合野第２
◆個人賞
　最優秀選手賞
	 森永　孝治（サニータウン北）
　優秀選手賞
	 伊藤　大輔（緑ヶ丘）
　敢 闘 賞
	 今冨　洋祐（馬込一本松・川頭）
	 岳田　修市（百合野第２）

　皆さまの温かいご支援をお願いします。
受付場所
・役場１階玄関ホール
・社会福祉協議会（老人福祉センター１階）
　※領収書が必要な方は社会福祉協議会へお願いします。
受付期間
茨城県、栃木県ともに11月30日㊊まで
受付時間
８時45分～17時30分(土日祝日を除く)

長崎北陽台高校
登山部・陸上部・アーチェリー個人
インターハイ出場！

いつまでもお元気で！
―敬老の日　長寿祝品贈呈―

『台風18号等災害義援金』の受付
を行っています！

　８月26日、近畿地方で開催された「平成27年度全国
高等学校総合体育大会（インターハイ）」の結果報告を
吉田町長に行いました。
　登山部は水田善久くん、岡田泰知くん、横井登太くん、
有吉亜樹人くんが出場。アクシデントでの選手交代があ
りながらも全国準優勝という結果を収めました。主将の
水田くんは、「結果に満足はしていないが、４人で登り
きれたことが何よりうれしい」と感想を述べました。
　36度を超す暑さの中で200メートルに臨んだ陸上部
の野口智生くんは「初のインターハイ出場で結果は悔し
い思いだが、貴重な経験ができた」と述べました。野口
くんは10月２日から和歌山県で行われる国体に出場し
ました。
　アーチェリー個人では秋山雅道くんが決勝ラウンドに
進出しました。
　それぞれが熱戦を繰り広げた熱い夏となりました。

　９月21日の敬老の日に合わせ、町内にお住まいの90歳
代の方453人に、長寿をお祝いして町から記念品をお贈り
しました。また、今年度101歳以上の方を訪問し、長寿を
お祝いしました。
　９月１日現在、町内には今年度100歳になられる方が８
人、101歳以上の方が15人いらっしゃいます。皆さまこ
れからもお元気でまだまだ長生きしてください。

13 12Nagayo 2015.10
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もっと身近な議会へ「議会報告会」開催
　議会では、議会基本条例を制定し、町民に開かれた議会を目指して活動を行っています。
　町民の皆さまに、直接議会の活動をお知らせし、同時に議会運営にかかる意見交換などを目的として、議会
報告会を開催します。多くの皆さまのご参加をお待ちしております。

開催日 会　場 備　考
10月29日㊍
19時30分～21時 長与町水道局（役場横） 手話通訳あり

託児あり【要予約】※10月21日㊌まで

【開催内容】
①議会活動報告（９月議会及び27年度事業の主な議決事項、主な公共事業など、議会改革の取組状況）
②議会に対する意見交換会（ご意見などは今後の議会活動に役立てます）

被爆樹木の苗木を植樹しました
　８月９日、長与中学校で、広島の被爆樹木二世アオギリの
苗木を植樹しました。これは、被爆70年町平和祈念事業の一
つとして、本町も加盟している平和首長会議の協力により行っ
たものです。参加した生徒たちは、平和への願いを込めなが
ら青々とした苗木を植樹しました。

広島の被爆樹木二世アオギリとは
　1945年８月６日午前8時15分、一発の原子爆弾により広
島の街は廃墟と化し、その年の暮れまでに14万人もの市民
が亡くなりました。この被爆樹木二世アオギリの苗木は、被
爆の惨禍に遭いながらも生き残った親木の種から発芽したも
ので、核兵器廃絶と世界恒久平和の実現を訴え掛けています。

問・託児申込 議会事務局　☎801-5700

大村One（湾）ネットワーク通信–vol.2–

　大村湾流域の５市５町※で結成する「大村湾を活かしたまちづくり自治体ネットワーク」では、周辺自治体が
一体となった取組みによる地域活性化を目指し活動しています。
　各地域のイベントをきっかけに、里海「大村湾」を見つめなおしてみましょう。

市町名 イベント 開催日 場所 問い合わせ

西海市
西海橋 秋のうず潮まつり
内 �ふれあい動物園、スケッチ大会、西海橋大綱引き

大会、うず潮阿波踊り大会など

10月17日㊏
～11月15日㊐ 西海橋公園周辺

西海橋地域活性化
委員会
☎0956-58-2004

波佐見町

畑の原まつり
内�「畑ノ原窯跡」で秋の『収穫祭』と『やきものの窯

出し』が行われます。地元中高生が作った作品の展
示即売や、採れたて農産物の直売コーナーや合唱団
による演奏などステージイベントも楽しめます。

10月18日㊐ 波佐見町村木郷 波佐見町観光協会
☎0956-85-2290

※長崎市、佐世保市、諫早市、大村市、西海市、長与町、時津町、東彼杵町、川棚町、波佐見町

長与町の子育て応援プロジェクト！
ベビーベッド・ベビーカーを貸し出します！
問 福祉課　☎801-5826

長与町ホームページの
バナー広告を募集します
問 政策推進課　☎801-5780
　ホームページ：http://webtown.nagayo.jp
　*nagayo@nagayo.jp
　長与町では、地元企業・商店などの活性化や地域経
済の振興を目的として、有料広告(バナー広告）の掲載
を行っています。
内 広告枠数９枠(すでに掲載中のものを含む)
料 月額8,000円（１枠、税込）
他 １か月単位でお申込みできます。
　詳しい募集内容は、長与町ホームページ
　（バナー広告について）をご覧ください。

民生委員児童委員の交代

　　　　　　　　　　　　　　　川𥔎　健二
　　　　　　　　　　　　　　　☎883-3480

　このたび、三根地区の民生委員児童委員として、川
﨑健二さんが選任されました。今後、地域住民の良き
相談相手として、また地域と行政機関をつなぐパイプ
役として活動されることになります。退任されました、
前任の山村博美さんのご尽力に感謝いたします。

　長与町では、安心して子育てができる地域づくりを
推進するため、ベビーベッドとベビーカーのレンタル
サービスを始めます。
時レンタル期間
　ベビーベッド

使用する乳児が、生後８か月を経過するまでの期間
　ベビーカー

使用する乳児が、生後１年を経過するまでの期間
対 次の①、②の要件をどちらも満たす方

①乳児の養育者であって、町内に居住し、かつ、住
民登録を有する方

②市区町村民税所得割課税額48,600円未満の世帯の方

料 無料
申「印鑑」、「母子手帳」を持参のうえ、福祉課の窓口へ。
他 ご注意

・物品の組立または分解、運搬は、被貸与者で行っ
ていただきます。

・貸与中の維持に係る費用は、被貸与者に負担して
いただきます。

・返還時には、シート部分などの清掃をしたうえで
の返還となります。

・台数には限りがありますのでご了承ください。

町内各種イベントで大会をPR!!
　平成28年開催「ねんりんピック長崎2016」大会PR
を町内イベントで行いました。夏の風物詩である長与
川まつりでは、ミックンとはっさくと一緒に、障害者
通所施設「ほほえみの家」で作られたうちわを配布し
ました。毎年熱戦が繰り広げられる町民ソフトボール
大会には、ねんりんピック応援団のがんばくんが開会
式に登場した後、各会場へ足を運び、チーム応援をし
たり、自治会応援団の方々とふれあいました。選手を
はじめ大会に参加された皆さん、お疲れさまでした。
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地域力 !!
PICK UP

地
域
力

親子のキズナ～子ども時代に大切にしたいこと～

与町立高田保育所主催子育て講座長

　９月３日、長崎女子短期大学の福井謙一郎先生をお迎えし、
今年も町内子育て関係者70人が集い、講座が開催されまし
た。愛着形成の重要さ、支援者は自己を知ることが大切など、
貴重な学びの機会となりました。長与町の親子の幸せのため
にこれからも各機関が手を取り合い、支援を広げていきたい
と、参加者は気持ちを新たにしました。

子ブルーベリー摘み取り体験親

　長与町の町民提案事業として、長与ダム近くの畑地にブ
ルーベリーを苗木より育てて以来５年となりました。今年初め
て『親子ブルーベリー摘み取り体験』を２回（７月29日及び８月
８日）ブルーベリー園で実施しました。21家族（親28人、中学
生2人、小学生17人、幼児24人、合計71人）に参加していた
だき、天候にも恵まれ、盛況のうちに終了。園内では、ブルーベ
リーは食べ放題で　『美味しかった』、『楽しかった』、『参加し
て良かった』、『来年も参加したい』などの感想を多数いただき

ました。なお、摘み取ったお持ち帰りのブルーベリーは、そのま
ま食べるほか、冷凍して保存したり、ジャムやアイス、ベーグル
やスムージーにしたりするなどして食べていただいたようでし
た。参加された皆さんに大変喜ばれ、楽しんでいただき、主催
者一同『親子摘み取り体験』を実施して良かったと思っていま
す。来年も実施したいと考えています。

長与町ブルーベリーを育てる会

盛会裡に終わる　

れあい広場の祭典ふ

　第17回ふれあい広場の祭典が９月12日、町民体育館で町
内外の三障害者（身体・知的・精神）の方約200人の参加が
ありました。スポーツやゲームなどを通し、地域住民との交流
で親睦を深め、お互いに健康増進を図ることが目的で例年と
変わらぬ参加者があり、ビン倒し、パン喰い競争、フライング
ディスクなどの競技で皆さん楽しい１日を過ごしました。アトラ
クションでは、県立大学シーボルト校の学生・子どもによる「古
典エイサー」「紫雲エイサー」の披露があり、その後、太鼓の叩
き方の指導や太鼓の感触を楽しみ、最後に和やかな雰囲気の
中でジャンケンゲームが行われ、大変盛り上がった祭典となり
ました。

●同じ世帯の方でも、支給日が異なることがあります。
●両方の給付金を申請されていても、給付金ごとに支給日が異なることがあります。
●支給が決定されるまでの間に亡くなられた方は、支給対象となりません。
●給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、返還していただくことになります。

平成27年度「２つの給付金」の支給を開始します

ご　注　意

10月の支給日は	 第１回目 10月15日㊍
	 第２回目 10月30日㊎です。
※支給は当該年度で１回限りです。

問 福祉課（臨時給付金担当）

　毎月15日と30日が支給日です。（支給日が土・日・祝日にあたるときは、翌営業日となります）
　11月以降も審査が終了した方から順次、直近の支給日に支給します。
　事前にはがきまたは封書にて支給決定に関する通知を行いますので、通知が届きましたら、支給の有無、支給金額、振
込口座などのご確認をお願いします。（支給日の通帳への記載は午後になることがあります。ご了承ください）
　申請がお済でない方は、お早目の申請にご協力をお願いいたします。
　長与町での「２つの給付金」の受付期限はそれぞれ次のとおりです。
　臨時福祉給付金　　　　　　 11月４日㊌まで
　子育て世帯臨時特例給付金　 12月15日㊋まで (延長しています)

No. 項　目 内　容 チェック欄
① 正しい服装 作業に適した服装を
② 所在連絡 作業内容や作業場所を家族などにきちんと伝達
③ 携帯電話 緊急時に備え、携帯電話を忘れずに
④ 体力調整 準備運動をしっかりと
⑤ 焦り防止 余裕をもった無理のない作業計画を
⑥ 作業者確認 子供、妊婦、不慣れな人に危険作業はさせない
⑦ 周囲確認 周りの作業者に危険が及ばないよう、周囲を確認
⑧ 複数人作業 危険作業は複数人で
⑨ 機械安全確認 安全装置をきちんと装着
⑩ エンジン停止 機械から離れる時や点検する時はエンジンを切る
⑪ 適当な休憩 疲労が蓄積しないようにこまめな休憩を
⑫ 危険個所の確認 危険個所を確認し、看板等目印を設置
⑬ 技術講習 不慣れな機械作業は講習を受けてから
⑭ 労災・共済 万一の事故に備え、労災保険や傷害共済に加入！
⑮ 応急処置 万一の事故に備え、応急処置の知識を身につける

　秋は収穫などの農作業が増えるとともに、空気が乾燥
したり、日没が早まったりするなど作業中の事故が発生
しやすくなります。死亡事故の多くは、トラクターなど
大型機械の操作ミスなどによるもので、特に70歳以上の
高齢者に多く発生しています。

　以下のチェック事項について、家族ぐるみ・地域ぐる
みで確認しあって、農作業安全に努めましょう!!
■日頃の作業を振り返り、自分の取組みをチェックして
みましょう！

問 役場農林水産課　☎801-5836　県農林部農業経営課　☎895-2935

秋の農作業安全運動月間（10月31日㊏まで）
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子育て支援センターへ
遊びにおいでよ！
　親子で自由に集える遊びの広場で
す。相談、親子のふれあい、友だち
づくり、情報交換の場としてご利用
ください。
■開館日　月～金曜日
対�町内在住の０歳(生後２か月位)

～就学前の子どもと保護者・妊婦
の方

「おひさまひろば」
■時間10時～12時
　　　13時～16時
※木曜日は13時～16時のみ
★ツインズの会 (多胎児親子対象)
10月20日㊋10時～11時
★『にこにこ相談』（要予約）
専門カウンセラーによる子育て相談

（就学前の親子が対象）
10月21日㊌、11月4日㊌・18日㊌
10時～15時
★絵本よみきかせ
毎週月曜日11時30分～
毎週金曜日15時30分～
所・問 おひさまひろば
(ほほえみの家内）
高田郷2005-2　
☎855-8551

「 」
■時間 10時～15時
★誕生会 (10月生)　10月29日㊍
★ミニミニ運動会 10月20日㊋
※30組申込制
★あぐりの丘遠足11月５日㊍
※現地集合・現地解散
★自主活動 11月12日㊍
★みんなで遊ぼう
10月22日㊍・27日㊋、11月10日㊋
※他の日は自主活動になります。
※帽子・お茶持参。動きやすい服装。
※詳しくは園まで。

所・問 あじさい保育園　
吉無田郷1221-155
☎883-8853

「さくらんぼ」
■時間10時～12時
　　　13時～16時
※�予約不要。日時は変更になる場合

があります。
★園庭で遊ぼう
11月17日㊋10時～11時
※帽子・水筒・タオル持参。
★おはなし会
11月20日㊎10時30分～
★嬉里中央公園でみんなで遊ぼう
10月23日㊎、11月９日㊊
10時～11時
※�現地集合。帽子・水筒・タオル持

参。
所・問 長与保育園　
嬉里郷675
☎883-2538

障害者交流会（第４回）の
お知らせ
申・問 長与町身体障害者福祉協会
　　　☎887-5188（毎週月・水・金
　　　13時30分～16時）
時 11月12日㊍10時～12時
所 長与町社会福祉協議会３階
　（講習集会室）
内�障害者手帳所持者の方たちの悩

み、相談など話し合いを目的とし
て交流会を開催いたしますのでお
気軽にご参加ください。

料 無料

高田小学校
至長崎駅 至長与駅

駐車場

百合野

ふ
れ
あ
い
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ば

体育館

あじさい
保育園 公民館

大門ゴールド電気

皆前橋バス停
←至 役場

平井医院

三保寿司

長崎整形外科
こやまクリニック

至 寺の下→

長与保育園
子育て支援センター
さくらんぼ

長与町殉国慰霊奉賛会主催
平成27年度長与町殉国者追悼式
時 10月24日㊏10時～　
所 町民文化ホール
※�長与町役場玄関前からシャトルバス（９

時10分・９時25分・９時40分）が出ま
す。また、中尾城公園第１駐車場前から
も乗車できますので、ご利用ください。

※�なお、「長崎県戦没者追悼式」は、
10月20日㊋10時30分から、大
村市体育文化センター（シーハッ
トおおむら）で行われますので、
ご遺族の参列をお願いいたします。

長与町社会福祉協議会「歳末
たすけあい見舞金」申請について
問 長与町社会福祉協議会総務課
　 ☎883-7760
対 低所得世帯
　（生活保護費受給世帯除く）
申�担当地区の民生委員さんにご相談くだ

さい。詳細は11月号でお知らせします。
〆 11月19日㊍

長与町立児童館
嘱託職員を募集します
問 福祉課児童福祉係　☎801-5826
職種児童厚生員
職務内容児童の健全な遊びを通じて、
集団的及び個別的な指導を行う業務
採用予定数１人
対�平成７年４月１日以前生まれで

町内に住所を有し、次の①または
②のいずれかの条件を満たす方

（見込みを含む）
①�母子指導員の資格を有する方（保

育士など）
②�小、中、高等学校、中等教育学校、

幼稚園の教諭となる資格を有する方
申�11月24日㊋～12月22日㊋に福

祉課へ（応募用紙及び募集要領は、
11月16日㊊から福祉課で配布し
ます）

※�採用の場合、勤務は平成28年４
月１日㊎からを予定。

注射針などは医療機関へ！
問 環境対策課　☎801-5824
　先日、長与町から出された容器包
装プラスチックに、ペン型注射針が
混ざっているのが発見されました。
医療系廃棄物のうち注射針などは、
危険なため医療機関で回収するよう
になっております。廃棄する際は、
ごみステーションではなく、処方さ
れた医療機関、薬局へお返しくださ
い。

「地域活性化・地域住民生活
等緊急支援」によるＬＥＤ電
球等の購入費補助申請状況
申・問 環境対策課　☎801-5824

【８月31日現在の申請状況】
申込世帯数 176件
支出済額 1,229,000円
補助金残額 3,771,000円
※�平成27年度事業(平成28年３月

末日まで)ただし予算がなくなり
次第終了させていただきます。

環　境
11月は『長与町子育て保育
月間』です
問あじさい保育園　☎883-8853
　今年も町内の保育園合同（９か所）
で「子育て支援」の一環として人形
劇(劇団パレット上演時間50分)を
開催いたします。
時�11月20日 ㊎10時30分 ～11時

20分予定(10時開場)
所 南交流センター
内�熊本から人形劇がやってきます!!

誰もが知っている『ピノキオ』の
お話です。親子でゆっくりとお楽
しみくださいね。

料 無料

福　祉

時 10時30分～11時30分
所 各児童館
対 町内にお住まいの乳幼児とその保護者
内 自由あそび・手あそび・リズムあそび・読みきかせなど

※は申込みが必要です。
おもちゃ広場(トムテのおもちゃ箱)
定 親子12組（定員になり次第締切）
申 10月16日㊎～　他 電話受付可
バスハイク(あぐりの丘)
定 親子12組（定員になり次第締切）
上長与児童館 申 10月13日㊋～　他 電話受付不可
長与北児童館 申 10月８日㊍～　他 電話受付可
運動遊びをしよう（長与南児童館）
定 親子12組（定員になり次第締切）　申 10月23日㊎～
他 電話受付不可

ミカンちゃんひろば５館合同おたのしみ会
時10月15日㊍11時～11時50分（予定）
所 長与南交流センター　対 乳幼児とその保護者
内�人形劇『ブレーメンのおんがくたい・しずかでいいな』
　出演そらいろ人形劇場
定 60組（各館12組）　料 無料　申 各館にて受付中
他 電話受付可

こんにちは、じどうかんです！「ミカンちゃんひろば」のご案内
　親子でほっと一息楽しい時間を過ごしましょう。自由参加のひろばです。お気軽にお越しください。

10・11月スケジュール
児童館名 開催日 内容

高田児童館
☎857-4500 11月５日㊍ ※おもちゃ広場

(トムテのおもちゃ箱)
上長与児童館
☎887-2616

10月27日㊋ 
11月10日㊋ 

※バスハイク(あぐりの丘)
(雨天時：好きな遊具で遊ぼう)
好きな遊具で遊ぼう

長与北児童館
☎887-3319 10月29日㊍ ※バスハイク(あぐりの丘)

(雨天時：好きな遊具で遊ぼう)
長与南児童館
☎883-3996

10月23日㊎
11月６日㊎

小麦粉ねんどを楽しもう
※運動遊びをしよう

長与児童館
☎883-6399

10月23日㊎
11月６日㊎

風船で遊ぼう
好きな遊具で遊ぼう

平成26～27年度
一般家庭からのもやせるゴミ排出量

月 月別排出量（t） 1日1人当たりの排出量 （g）
26年度 27年度 26年度 27年度

4 609.14 634.79 479 498 
5 641.87 648.96 488 493 
6 582.81 656.37 457 514 
7 614.90 615.88 467 466 
8 567.23 594.17 431 450 
9 592.87 　 465 　
10 567.81 　 430 　
11 507.07 　 397 　
12 610.55 　 463 　
1 558.17 　 423 　
2 464.78 　 390 　
3 605.77 　 461 　
合計 6,922.97 3,150.17 5,351 2,421

生ゴミを出す際は水気を切ってから捨てましょ
う。残暑も厳しいので、悪臭、害虫の被害が
発生しております。
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10月１日からインフルエン
ザワクチンの予防接種が始ま
りました
接種できる期間
　平成28年２月29日㊊まで
実施機関

乳幼児
町内または時津町、長崎市の医療
機関（一部を除く）
高齢者
町内または長崎県下全域の医療機
関（一部を除く）

対�生後６か月から就学前までの乳
幼児( ２～４週間の間隔をおいて
２回接種)、65歳以上の方、60
歳から64歳の方で、心臓・腎臓・
呼吸器・ヒト免疫不全ウイルスの
障害手帳１級相当の方

料 乳幼児１回につき1,200円
　高齢者2,000円
他�生活保護世帯の方は自己負担が

免除されますので、生活保護受給
証明書を役場で発行し、医療機関
へご持参ください。

※�町民税非課税世帯の方への無料制
度はありません。

長与町食生活改善推進員主催
お母さんの料理教室参加者募集
申・問健康保険課　☎801-5820
　手軽でおいしい料理を楽しく作り
ます。託児もありますよ！
時 11月25日㊌・27日㊎
　９時30分～13時
所 健康センター
対�乳幼児のお子さんをお持ちのお

母さん、新婚さんで料理がちょっ
と苦手という方

※�託児が利用できるのは首がすわっ
ているお子さんからです。

保　健内 調理実習及び交流
定�16組（申込多数の場合は、初め

ての方を優先）
料 700円
〆 11月13日㊎
他�エプロン、三角巾、託児に必要

な物（水筒・着替えなど）持参。
１歳未満のお子さまは昼食をご用
意ください。

長与町食生活改善推進員は『自
分の健康は自分で守りましょ
う！』を合言葉にボランティア
活動をしています。

産休代替職員募集
問 健康保険課　☎801-5820
職種保健師
勤務時間月曜日～金曜日（祝日を
除く）８時45分～17時30分
給与時給1,220円
任用予定期間
①12月５日㊏～平成28年３月26日㊏
②12月23日㊌～平成28年４月13日㊌
③平成28年１月21日㊍～５月12日㊍
※�引き続き育休代替職員として更新

の可能性あり
試験内容面接
試験日程11月予定（詳細は申込者
へ別途通知）
定 ３人
申�所定の申込書に記入のうえ、保

健師免許の写しを添付して健康保
険課へ。郵送可（申込書は健康保
険課または町ホームページ内にあ
ります）

〆 10月30日㊎

上長与地区公民館まつり
問 上長与地区公民館　☎883-7711
時 10月17日㊏・18日㊐
所 上長与地区公民館・上長与体育館
展示発表の部
17日㊏13時～17時
18日㊐９時～15時30分
絵画、色鉛筆画、書道、塩分控えめ料
理レシピ、写真、自治会有志作品、 長
与第二中学校生徒作品、洗切小学校児
童作品、コミュニティの取組みなど
ステージ発表の部
18日㊐13時～15時30分
長与第二中学校吹奏楽部、コーラス、
リズムストレッチ、健康体操、民踊、フォーク
ダンス、ヴァイオリン、太鼓、洗切小学校
児童演技、詩吟、フラダンス、太極拳など
お茶席接待
18日㊐11時～13時30分頃
軽食販売・喫茶コーナー
18日㊐11時～15時
青空市・バザー
18日㊐10時～15時30分
健康相談
18日㊐10時～14時

勤青ながよまつり
問 長与町勤労青少年ホーム
　☎883-6224
時 11月15日㊐11時～15時30分
所 老人福祉センター大ホール
ステージ部門
民謡・日本舞踊・合唱・抒情歌・太
極拳・リフレッシュ体操・ダンス・
フラダンス・社交ダンス・カラオ
ケ・剣詩舞・ジャズ演奏など
展示部門
書道・ペン習字・水彩画・刺し子・
きめ込み・フラワーアレンジメン
ト・主催講座写真など
その他
手作りパンの販売

高齢者学級四館合同研修会
長崎角栄の健康漫談

「笑いは元気の源」
問 長与町公民館	 ☎883-2854
　高田地区公民館	 ☎856-2779
　上長与地区公民館	 ☎883-7711
　多目的研修集会施設	 ☎887-0392
時 10月23日㊎10時～12時
所 老人福祉センター大ホール
料 無料
他�地下駐車場あり（有料）

はじめてのタブレット＆
スマートフォン講座
問 生涯学習課
　〒851-2185長与町嬉里郷659番地1
　☎801-5682　6883-7151
　*n-shogai659-1@nagayo.jp
　スマートフォン、タブレットに触れ
たことがない方、今から購入を考えて
いる方、楽しく勉強してみませんか？
時 各2日間
　①11月25日㊌、12月２日㊌
　　 13時～14時
　②12月９日㊌・16日㊌19時～20時
所 長与町公民館小会議室
対 18歳以上の長与町在住の方
定 ５～10人

(応募多数の場合は抽選。応募者
全員に結果を発送します)
※�５人に達しなかった場合は中

止となります。
料 無料
申�氏名、年齢、住所、電話番号、希

望講座番号を郵送・FAX・メール
で生涯学習課へ

〆 11月16日㊊※当日消印有効
他 抽選結果はがきを当日持参

※�スマートフォン、タブレット
はこちらで準備します。

毎日、仕事・家事・子育てを頑
張っているママたちへの応援プ
ログラム『ペチャクチャママ』
問 生涯学習課
　☎801-5682　FAX883-7151
　*n-shogai659-1@nagayo.jp
　大人同士の時間を持ち、自分自身
をゆっくり振り返り、今後につなげ
てみてはいかがでしょう。
時 11月27日㊎18時30分〜20時
所 働く婦人の家　軽運動室
対�未就学児の母親（お仕事をされ

ている方）
※お子様と一緒に参加できます。
定 16組（申込多数の場合は抽選）
料 無料
申�お母様の名前(フリガナ)、お子

様の名前(フリガナ)・生年月日・
年齢・参加の有無、電話番号、住
所をFAX・メール・電話で生涯
学習課へ（※抽選の場合のみハガ
キにてご連絡します）

〆 11月13日㊎
他�当日は、会場を17時30分から

18時30分まで飲食ができるス
ペースとして開放します。

平成28年成人式
問 生涯学習課　☎801-5682
時 平成28年１月10日㊐
　受付10時　開式11時
所 町民文化ホール

第52回長与町民文化祭
所 町民文化ホール
町民芸能祭 時 11月７日㊏
町民音楽祭 時 11月８日㊐
文化作品展 時 11月７日㊏～８日㊐
学校作品展 時 11月14日㊏～15日㊐
囲碁大会　時 11月８日㊐
　　　　　所 老人福祉センター

平成28年度使用「中学校用
教科書」を採択しました
問 学校教育課　☎801-5681
種目 発行者
国語 株式会社三省堂
書写 教育出版株式会社
社会 東京書籍株式会社
地図 株式会社帝国書院
数学 株式会社新興出版社啓林館
理科 大日本図書株式会社
音楽 株式会社教育芸術社
美術 日本文教出版株式会社
保体 東京書籍株式会社
技術 開隆堂出版株式会社
家庭 東京書籍株式会社
英語 東京書籍株式会社

教　育

働く婦人の家・長崎県立大学共催　地域公開講座生募集
問 働く婦人の家　☎883-1583　6883-2005
申 受講希望者は施設へ電話またはFAXで申込んでください

講座名 開催日 定員 講　師 ガイド 締　切

健やかに
活きるための

食事学

11月10日㊋
13時30分
～15時

15人

長崎県立大学
栄養健康学科
武藤　慶子

教授

食事は心身の健康を維持増進するために必要なものです。
適正な食事摂取のあり方を学びながら、食習慣を見直す
ための講座です。自分の健康は自分で守るという考えで、
健やかに活きるための食事を一緒に考えましょう。

10月31日㊏
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　「行政相談週間」とは、行政相談
制度について広く皆さんに理解され、
利用していただくため、総務省及び
行政相談委員において設けているも
のです。期間中は右下の表記のとお
り相談所を設けますので、お気軽に
ご相談ください。 
行政相談委員　堤惠美子 ☎856-4851
　　　　　　　草野　洋 ☎887-2457
長崎行政評価事務所　 ☎849-1100

　　人権相談
法務大臣から委嘱された人権擁護委
員が、いじめ、隣近所とのトラブル
など、人権に関する様々な相談を受
付け、問題解決のお手伝いをします。
相談は無料で、秘密は堅く守られます。

【特設相談所】
時 10月13日㊋・27日㊋13時～16時
所 長与町公民館

【常設人権相談所】
時 土曜・日曜及び祝日を除く毎日
　８時30分～17時15分
所 長崎地方法務局　☎0570-003-110
問 総務課　☎801-5781

役場の一部窓口を、第２・第
４土曜日に開庁しています
問 各課へ　☎883-1111（代表）
　一部窓口の開庁は、庁舎１階の生
活福祉部(住民課、環境対策課、福
祉課、健康保険課、介護保険課)です。
時�10月10日㊏、11月14日㊏・28日

㊏９時～12時30分
※�10月24日㊏は長与町殉国者追悼

式のため開庁しません。ご注意く
ださい。

※正面玄関をご利用ください。
◆利用時の注意点
・�国の機関や県、他の市町村への照

会や確認などが必要な業務は、当
日対応できません。また、内容に

よってはお待ちいただいたり、受
付できない場合もあります。

・�取扱いできる業務の詳細は、事前
（平日）に各課へご確認いただき
ますようお願いいたします。

町県民税第３期の納期限は
11月２日㊊です
　納期限までに、お近くの金融機関
またはコンビニエンスストアで納め
てください。（口座振替の方は11月
２日㊊に引き落とされますので残高
をご確認ください）

個人住民税の公的年金からの
特別徴収について
問 税務課　☎801-5785
　65歳以上の公的年金を受給され
ている方は、受給される公的年金か
ら個人住民税を特別徴収（天引き）
されることになっています。
対象となる方
　当該年度の４月１日現在65歳以上
の公的年金受給者で、個人住民税の納
税義務がある方（ただし、一定の条件
により対象外となることがあります）
対象となる税額
　前年中の年金所得に対する個人住
民税額
※�年金の他に給与や不動産などの所得

がある場合は、その分は別途、納付
書などにより納付していただきます。

特別徴収税額
【４・６・８月年金分】（仮徴収）
　前年度の２月の税額と同額が特別
徴収（天引き）されます。

【10・12・２月年金分】（本徴収）
　その年度の年金所得に対する年税
額から４～８月の税額を差し引いた
残りの税額の３分の１ずつが特別徴
収（天引き）されます。
※手続きは不要です。

老人クラブ連合会催し
申・問 長与町老人クラブ連合会事務局
　　　（長与町社会福祉協議会内）
　　　☎883-7760
町老連「第24回健康講座（体力測定）」
時 11月10日㊋10時～(受付９時30分)
所 町民体育館
内 健康講座及び体力測定

鳥獣害対策用電気さく設置に
伴う注意事項について
問 農林水産課　☎801-5836
　電気さくによる死亡事故が発生し
たことを受け、電気さくの設置をさ
れました皆さまには、使用基準に基
づき適正にご使用中のこととは存じ
ますが、今一度、①本体の設置状況
の確認、②危険表示看板の設置確認
などをしていただき、適切な使用を
お願いいたします。また、住民の皆
さまは、決して近寄らず、触れない
ようにお願いいたします。

　　行政困りごとなんでも相談
　総務大臣から委嘱された行政相談
委員が、国の仕事など、行政に関す
る苦情や要望を受付け、解決や改善
を図ります。
時 10月19日㊊ 13時～16時
所 ふれあいセンター
時 10月20日㊋ 13時～16時
所 長与町公民館
時 10月22日㊍ 13時～16時
所 多目的研修施設
時 10月23日㊎ 13時～16時
所 上長与公民館

10月19日㊊～25日㊐は行政
相談週間です

介　護

くらし

Q．届出はどこへ？
A．契約（予約契約含む）を結んだ日

から2週間以内に土地の所在する
市町村役場へ届けてください。な
お、届出用紙は市町村の国土利用
計画法担当課窓口にあります。

ながさき国際協力・交流フェ
スティバルを開催します
問（財）長崎県国際交流協会
　 ☎823-3931
　普段あまり話す機会のない外国の
方と楽しく交流してみませんか？家
族ぐるみで参加できます。お気軽に
ご来場ください。
時 10月25日㊐10時～15時
所 出島交流会館
内 県内国際交流・協力団体の活動紹

介のブース、各国の料理、海外手
工芸品の展示販売、“Let’s 外国
GO!”（外国語で旅行体験や海外
文化紹介、絵本の読み聞かせなど）

料 無料

ながよオレンジマルシェ
(平成27年度長与商工まつり)
　町内外の「こだわりのお店」が一
堂に集結したマルシェ (市場)形式
のイベントです。（小雨決行）
時 10月25日㊐10時～15時
所 長与港西側埋立地
他 約60店舗が出店予定

長与町交通指導員を募集します
問 地域政策課　☎801-5662
内 児童、生徒を交通事故から守る

ための指導（年4回の交通安全運
動期間中及び毎月1日・20日の
街頭指導）、成人の交通法規の認
識と交通道徳の高揚、町行事など
での交通整理など

定 若干名

就職に繋がる求職者向けセミ
ナーを開催します
問 長崎地域雇用創造協議会
　☎893-8170
対 長崎市・時津町・長与町での就

職を希望される方（学生不可）
料 無料
申 長崎地域雇用創造協議会及びハ

ローワークにある申込書を提出
　※長崎地域雇用創造協議会ホーム
　　ページからも可

長崎地域資源等起業・創業セミナー
『女性のためのプチ起業塾』
　起業・創業を目指す女性が学びた
いプログラム5日間の集中講座
時 11月9日㊊～13日㊎10時～16時
　（休憩12時～13時）
所松藤プラザ「えきまえ」いきいきひ

ろば（長崎市大黒町交通会館3階）
〆 11月2日㊊
他 男性も受講可

販路拡大IT活用セミナー
『IT基礎力セミナー①』
　パソコンの基礎的な知識や操作を
身につける集中講座
時 10月26日㊊～30日㊎、11月

2日㊊・4日㊌の全7日間
　10時～17時（休憩12時～13時）
所 長崎県建設総合会館5階第2会議室
　（長崎市魚の町3-33）
〆 10月15日㊍

『IT基礎力セミナー②』
時 11月9日㊊～13日㊎・17日㊋・
　18日㊌の全7日間
　10時～17時（休憩12時～13時）
所 ふれあいセンター
〆 10月29日㊍

水洗化のお願い
問 下水道課　☎801-5832
　下水道は、快適で豊かな生活を営
むための生活基盤であり、暮らしに
欠かすことのできないライフライン
の一つです。そのため、生活環境の
改善や河川の水質保全のためには下
水道ヘの接続が必要不可欠です。
　これからも町民の皆さまがより
いっそう清潔で快適な生活を送れる
よう、また、私たちの生活を支える
大切な財産である「水」を守るため
にも、水洗への切替が可能な区域で、
切替がお済みでない世帯の方々につ
きましては、早期の水洗化への改造
をお願いします。

10月は土地月間！
大規模な土地取引には、国土利用
計画法に基づく届出が必要です
問 企画課　☎801-5661
Q．届出制度の目的は？
A．土地の投機的取引や地価高騰を

抑制し、適正な土地利用の確保を
図るため、届出制を設けています。

Q．届出が必要な土地取引は？
A．市街化区域2,000㎡以上、市街

化調整区域5,000㎡以上、都市
計画区域外10,000㎡以上の大
規模な土地について、所有権、
地上権または賃借権など、土地
に関する権利の移転または設定
をする契約を締結したときに届
出が必要です。

Q．届出はだれが？
A．土地の取得者（買い主）です。
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シルバー人材センター会員募集！
問長与・時津シルバー人材センター
　長与町支部（役場敷地内）
　☎887-0800
対60歳以上で長与町にお住まいの

健康な方（施設管理人は67歳まで）
内男性

施設管理人、家事手伝い（掃除・
引越しの手伝い・部屋の模様替
えなど）
女性
施設管理人、家事手伝い（子守り・
買い物代行・衣類の入れ替えな
ど）

定男女共に若干名

長崎県最低賃金が、平成27
年10月7日から「1時間694
円」に改正されました
問長崎労働局賃金室　☎801-0033
　賃金を確認し、最低賃金法違反に
ならないようにしましょう。（派遣
労働者は、派遣先の事業場に適用さ
れている最低賃金が適用されます）
最低賃金額以上かどうかの調べ方
（計算例）
時間給の場合
時間給≧694円
日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧694円
月給の場合

（月給×12か月）÷（年間所定労働
日数×所定労働時間）≧694円
※月額で計算する場合、①精皆勤手

当、通勤手当、家族手当　②時間
外、休日、深夜労働に対する賃金

　③賞与など、臨時の賃金は、最低
賃金の対象とはなりませんので
除いてください。

くらしはかりの定期検査を実施します
問役場地域政策課　☎801-5662
　長崎県計量検定所　☎844-9892
　指定定期検査機関 （一社）長崎県
　計量協会　☎841-9491
　はかり（特定計量器）を取引証明に
使用する事業場などは、計量法により、
定期検査を受けなければなりません。
ふれあいセンター
時 11月4日㊌13時30分～15時30分
南交流センター
時 11月5日㊍10時30分～12時、
　13時～15時30分
●検査の対象となる事業場
①農畜産（肉乳品・精米など）、②水産、
③調味、④米穀、⑤精肉、⑥鮮魚、⑦青
果、⑧ストアー・百貨店、⑨嗜好品（お
茶・コーヒーなど）、⑩みやげ品など、
⑪病院・薬局・保健所、⑫協同組合（農
協・漁協など）、⑬運送業、⑭雑貨（金
物・燃料など）、⑮学校・幼稚園・保育
所、⑯その他取引・証明
●検査を受けなくてよい計量器
①家庭で使用されているはかり
②民間計量士で検査を受けたはかり

働く方のトラブルを解決します
問長崎県労働委員会事務局
　☎822-2398
　10月を『「個別労働関係紛争処理
制度」に係る周知月間』とし、休日
労働相談と、あっせん制度の説明を
行います。
時 10月18日㊐9時30分～
　16時30分（受付時間）
所長崎労働相談情報センター
料無料
他【電話相談】
当日の連絡先☎822-2398
当日以外の連絡先☎0120-783-258（携
帯可）

長与駅コミュニティホール
ご案内
問管財課　☎801-5784
開館時間　8時30分～19時
・絵画の作品展
　時 10月20日㊋～26日㊊
　主催絵画教室　道草
・作品展
　時 10月27日㊋～11月2日㊊
　主催長与病院　通所リハビリ
・押花＆レカンフラワー作品展
　時 11月4日㊌～8日㊐
　主催花サロンATSUKO
・作品展
　時 11月9日㊊～16日㊊
　主催長与町退職校長会
・水彩画展示
　時 11月18日㊌～24日㊋
　主催楽彩会
・かやぶき民家の風景画展
　時 11月25日㊌～29日㊐
　主催渡辺義春

長与町営駐車場月極契約者募集
問管財課　☎801-5784
所嬉里郷431-1長与交番横
　（老人福祉センター地下）
　※長与駅から徒歩7分程度
料 8,640円（税込）
　※日割りはできません。
申車検証のコピーと印鑑（認印で

可）を持って役場管財課へ。
他車庫証明書は発行できません。

定員になり次第受付を終了します。

役場
至中尾城公園↑

パチンコ
老人福祉センター

交番

ガソリンスタンド 農協

長与駅

内科 自転車

公園

長与川

町営駐車場（地下）

平成28年度園児募集
町内幼稚園・認定こども園
問あやめ幼稚園　　☎883-2647
　フレンド幼稚園　☎883-6550
　上長与こども園　☎883-4035
時  受付11月1日㊐から
募集説明会
各園にお問い合わせください。
対  2年保育平成23年4月2日～
	 平成24年4月1日生まれ
　3年保育 平成24年4月2日～
	 平成25年4月1日生まれ
※満3歳から入園できます。
※各園とも預かり保育あり。

長崎北陽台高校「乳幼児親子
のふれあい体験学習」協力親
子を募集します
申・問長崎北陽台高校家庭科
　　　（教諭井坂）　☎883-6844
　乳幼児に対する愛着の感情を育み、
親の役割の重要性や命の尊さを認識
させ、思いやりの心を育むため、ふ
れあい体験学習を実施します。
時 11月11日㊌・13日㊎・17日㊋・

18日 ㊌9時30分 ～11時20分
（18日のみ9時30分～10時20分）
所長崎北陽台高校セミナーハウス
　「陽の丘寮」
定各20組程度（0歳～6歳の乳幼児

と母親か父親）

鶴南特別支援学校時津分校
「時

とぎぶん
分スマイルフェスタ」

問県立鶴南特別支援学校時津分校
　（担当：永石）☎886-8270
時 11月15日㊐9時15分～12時25分
所県立盲学校体育館
　（西彼杵郡時津町）
※最寄バス停「盲学校入口」
内小学部、中学部、高等部児童生徒

による演技発表、バザー、作品展
示、ゲームコーナー、SPACE☆
UNIONによるダンスショー

長崎県民フォーラム
「みんなで支えあおう！『在
宅ケア』」
申・問在宅医療・福祉コンソーシアム
　　　長崎事務局（サテライト）
　　　☎6813-5172
　　　（県立大学看護栄養学部内）
演題～地域での看取り：在宅ケア
のつながる力～
講師秋山正子（「家で死ぬこと考え
たことありますか？」、「在宅ケアの
はぐくむ力」著者）
時 11月14日㊏14時～
所県立大学大講義室
料無料

第27回“2015”秋
中尾城公園まつり
申・問中尾城公園管理事務所
　　　☎887-1144
時 11月15日㊐10時～16時
所中尾城公園第2駐車場
　（JR長与駅より徒歩5分）
他  主催中尾城公園まつり実行委員会
バザー出店募集
あなたのアイデア店募集！
～楽しい、みんながいっぱい集まる
バザー～
料 1店舗2,000円（テント半分の広さ）
〆 11月6日㊎
他  出店数40店舗（先着順）

都市計画の案の縦覧について
問県都市計画課　☎894-3033
縦覧する都市計画の案
県決定長崎都市計画道路3・4・403号
吉無田三根線の変更
時 10月9日㊎～10月23日㊎9時～
　17時（土・日・祝日を除く）
所長崎県都市計画課、長崎振興局
　都市計画課、役場都市整備課
他都市計画の案に意見がある場合

は、縦覧期間中、長崎県に意見書
を提出することができます。

長崎外国語大学留学生のため
のホストファミリー募集
問長崎外国語大学国際交流センター
　事務室　☎840-2002
時平成28年3月31日㊍～8月3日㊌

の約4か月
対留学生が45分以内で通学できる

地区にお住まいの方・国際交流
に興味がある方

〆 10月30日㊎
他  謝礼月額70,000円（朝夕の食事

代、光熱費含む）

交通事故発生状況

8月中 本年累計（対前年比）
件数 死者 傷者 件数 死者 傷者

長与町 13 0 14 105
（16）

0
（−1）

119
（14）

時津町 19 0 24 136
（6）

1
（1）

179
（8）

県　下 547 8 746 3992
（−169）

27
（−11）

5158
（−225）

※交通事故相談
　長崎県交通事故相談所　長崎市万才町4－12（日本生命ビル旧館1階）
　☎824-1111内線3776・3777　9時～16時（土日祝日は休み）
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平成27年度長崎県立大学
学術講演会
問 県立大学シーボルト校
　総務企画課　☎813-5500
時 10月24日㊏、12月12日㊏
　13時30分～15時
所 県立大学シーボルト校
　（12月12日㊏は遠隔会場）
他 どなたでも参加できます。講座

の内容など詳しくはお尋ねくだ
さい。

菊花展開催のご案内
　菊花の季節がやってきました。ご
近所・お友達をお誘い合わせのうえ、
お気軽にお出かけください。
時 10月31日㊏～11月5日㊍9時～

17時（11月5日㊍は12時まで）
所 長与中央市場
他  主催長崎北陽菊花会
　☎883-2457（山根）

県立高等技術専門校
平成28年度入校生募集
問 長崎高等技術専門校　☎887-5671
　入学金・授業料無料で、自分のた
めに資格・技能・技術を身に付けて、
県内就職を目指しませんか。
時  試験日10月29日㊍
対 平成10年4月1日以前に生まれた方。

ただし、自動車整備科及び建築設
計施工科については、高等学校卒
業見込または卒業者などに限る。

〆 10月8日㊍～22日㊍
他 詳しくはお問い合わせください。

問 教育委員会学校教育課　☎801-5681ひとりで悩んでいることはありませんか？

調査票の提出はお済みですか？
基準日：平成27年10月1日

僕も対象になるのかな？

　国勢調査は、日本に住ん
でいるすべての人が対象に
なるよ。住民票に関係な
く、10月1日午前0時現
在、普段住んでいる場所で
調査することになるんだ。

　まだ調査票の提出がお済みでない方は、担当調査員にご連絡いただくか、
郵送提出用封筒でポストに投函する方法でご提出をお願いします。調査票を
お持ちでない方は国勢調査実施本部（☎801-5855）までご連絡ください。
　国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に
基づき5年ごとに実施する最も重要な統計調査です。

　学校生活に関するいろいろな悩み、気になっていることを誰かに相談してみよう…と思ったら
身近な相談機関をご利用ください。

長与子どもホットライン
☎883-5161

　学校生活に関することや友達のことな
ど、小中学生の皆さんや保護者の皆さん
のご相談について一緒に考えます。
◆相談日時　月・火・木・金　9時～17時

小中学校内の相談室
　学校生活や子育ての悩みな
ど、児童生徒の皆さんや保護
者の方からの相談を各学校の
相談室でお受けしています。
時 月～金曜日10時～14時
（各校週に1日休みの日が
あります）

「いぶき」教室　　 　☎090-3324-3131
　学校生活になじめない、行こうと思ってもなかなか行けない
…そんな悩みを抱える小中学生の皆さんが利用できる町の適応
指導教室です。相談のみでもお受けいたします。
◆所在地　長与町高田郷1196番地61　長与南小学校裏門そば
◆相談日時　月・火・木・金　9時30分～12時30分

子どもと親の相談員（各小学校）

学校名 電話番号
長与小学校 080-1724-4113
高田小学校 090-3328-5118
洗切小学校 090-3078-4141
長与北小学校 090-8839-9845
長与南小学校 090-8416-0025

心の教室相談員（各中学校）

学校名 電話番号
長与中学校 090-4341-7218
長与第二中学校 090-4348-0831
高田中学校 090-8767-9828

住宅・店舗リフォーム費用の一部を助成します。

パソコンで年賀状作成講座

申・問 地域政策課　☎883-1111

問 〒851-2185　長与町嬉里郷659-1　
　長与町教育委員会生涯学習課　☎801-5682

　町では、地域経済の活性化や居住環境の向上を目的として、町内にある住宅及び店舗のリフォーム工事を町内の施工業
者に発注する場合に、工事費の一部を補助します。
　※町内業者を通じて工事代金の値引きが実施されます。

区 分 住宅・店舗リフォ−ム助成事業

対 象 者
①町内のリフォームを行う住宅に居住している人、またはリフォームした住宅に新たに居住する人
　（住宅の所有者が本人または２親等以内の親族の場合に限ります）
②町内にリフォームを行う店舗を所有しており、町内に居住している人
　（店舗を借りている場合は所有者の承諾が得られている場合に限ります）

補助金額 対象工事費の10％（上限10万円）※助成は１回限り

申請期間 予算がなくなり次第終了

対象工事

　次に該当し、着工前に申請される増改築、修繕、模様替えなど、既存の住宅及び店舗の機能の維持
または向上のために行うリフォーム工事。
(住宅や店舗に附帯する門扉、塀などの外構などのリフォーム工事も対象)
①１件あたり20万円（税抜き）以上の工事
②町内に事業所を有する事業者が施工するもの
③対象工事として町の決定を受けた後に着工し、平成28年２月末日までに完了する工事
　（決定を受ける前に着工した場合、補助金は交付されません）

対象とならない
工事

①駐車場、倉庫の設置など居住部分や営業部分と見なされない部分の工事
②設備、器具の購入や設置　③電話・インターネットなどの配線工事
④下水道接続工事

申請に必要な
書類

①補助金交付申請書　②工事見積書の写し（内訳明細が明記されていること）
③建物全体及びリフォームする箇所の写真　④町税の滞納がない旨の証明書
⑤そのほか、必要な書類

■申請書は直接、申請受付窓口（地域政策課）に提出してください。（郵送、電子メールなどでの提出不可）
■申請書は地域政策課で配布しているほか、町ホームページからもダウンロードできます。
■省エネ住宅ポイント制度、長与町住宅性能向上リフォーム支援事業など、国費の含まれる補助金と併用しての申請はで
きません。

■過去に長与町住宅リフォーム助成補助金の交付を受けた方は申請できません。

講座番号 講座名 日時 講座内容
① 年賀状作成 11月27日㊎９時30分～12時30分 表現力をアップする機能を使った文書作成・ワー

ド・インターネットを利用し、年末年始に欠かせ
ない「年賀状」などを作成します。（文字入力の練
習はありません）
※②12月２日㊌の夜間講座は、宛名の差込み練習

はありません。

② 年賀状作成 12月２日㊌19時～21時30分

③ 年賀状作成 12月５日㊏９時30分～12時30分

④ 年賀状作成 12月７日㊊13時～16時

※すべての講座にサポーターが付きます。テキストはこちらで準備いたします。
　Windows ７/ Office2010のパソコンを使用して講座を開催しますのでご注意ください。
所 勤労青少年ホーム４階パソコン室　対 18歳以上の町民の方　定 各講座20人　料 無料
〆 11月18日㊌※当日消印有効
申 下記の①または②の方法で申込をお願いいたします。

①「往復はがき」に希望講座番号、住所、氏名、ふりがな、年齢、電話番号、希望講座の受講経験があるかどうかをご記入の
うえ、生涯学習課へお送りください。

　※複数の講座を希望される方は、希望講座ごとにはがきでお申込ください。
　※返信部分には住所、名前のみお書きください。
②役場２階生涯学習課窓口にて受講申込書を記入のうえご提出ください。その際は、返信用の「官製はがき」を希望する講座

の枚数ご持参ください。
決定通知申込多数の場合は抽選を行い、申込まれた方全員に「はがき」でお知らせします。
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　現在、日本全国で国勢調査が実施されていますが、こ
のような統計調査は世界各国で実施されており、姉妹都
市ウェザースフィールドのあるアメリカ合衆国でも実施
されています。
　日本と同じで、それぞれの行政分野で統計業務を行う
分散型の統計機構をとっているアメリカでは商務省セン
サス局人口課による国勢調査が行われます（日本の場合、
国勢調査は総務省統計局が担当）。調査は、センサス局が
民間の事業所に委託。そこから派遣される“調査員”によ
る戸別訪問で、10年に一度国勢調査が実施されています。
　ウェザースフィールドの公表されている人口は2010年
4月1日現在の26,668人。国勢調査で得られた結果から
いろいろな分析が行われます。では、右記のウェザース
フィールド町年齢層別人口ピラミッドを見てみましょう。
　これを見ると0－15歳までの学童期の人口はとても多
いのですが、町内に大学がないことからか20歳台の年齢
層が少なくなっていることがわかります。そしてまた、
この表から見ると40－60代の人口層も多いことがわかり
ます。ちょうどこの年代はベビーブーマーと言われる年
齢層の人です。この年齢層の人口比率は前々回の国勢調

査からほとんど変化しておらず、この世代の人々がここ
30年程のウェザースフィールド町の中心になってきたの
がわかります。町の平均年齢は、45.2歳（州の平均は40
歳、長与の平均は42.4歳（平成22年国勢調査結果））。人
口統計だけでもいろいろなことが見えてきます。皆さま
の国勢調査へのご協力よろしくお願いいたします。

ウェザースフィールドの国勢調査
～姉妹都市紹介⑥～
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子ども体験講座 「石がま de PIZZA！」

子どもわくわく体験講座

はじめてのパソコン講座

問 教育委員会生涯学習課
　〒851-2185長与町嬉里郷659番地1
　☎801-5682　6883-7151　*n-shogai659-1@nagayo.jp
酵母のしくみについて学習し、自分の手でピザを作ってみよう！
完成したピザは、どんな味がするかな？
時 11月14日㊏10時～12時
所集合場所ふれあいセンター正面玄関（長与町高田郷2005番地３）
対 町内在住小学生
定 25～30人　※応募者多数の場合は、抽選となります。（先着順ではありません）
　　　　　　　　抽選の結果を申込者全員へ別途通知いたします。
料 無料
申 下記を記入のうえ、郵送・FAX・メールで生涯学習課へ
　①氏名（ふりがな）、②学校名、③学年、④保護者氏名、⑤電話番号、⑥住所
〆 10月30日㊎
他 筆記用具、エプロン、三角巾、タオル、水筒持参

町立公民館などの施設では、土曜日に小学生を対象にした「子ども向け体験講座」を開設しています。
希望者は、直接施設へ電話またはFAXで申込んでください。
　※時間は10時～12時です。申込多数の場合は、抽選となります。

問 〒851-2185　長与町嬉里郷659-1　長与町教育委員会生涯学習課　☎801-5682
パソコンをもっと活用してみませんか？

講座名 日時 講座内容

はじめての
パソコン

11月4日㊌・11日㊌・
18日㊌・25日㊌
9時30分～12時

文字入力を中心に、電源の入れ方、マウスの使い方など、基本的なことから学びます。
今までパソコンにあまり触れてこなかった方も、これを機会にパソコンのことを楽し
く学びませんか。
◆テキストはこちらで準備いたします。

サポーターが付きます。
所勤労青少年ホーム4階パソコン室　対 18歳以上の町民の方　定 20人　料無料
〆 10月26日㊊※当日消印有効
申下記の①または②の方法で申込みをお願いいたします。
①「往復はがき」に希望講座名、住所、氏名、年齢、電話番号、希望講座の受講経験があるかどうかをご記入のうえ、生涯学習課へお送

りください。※返信部分には住所、名前のみお書きください。
②役場2階生涯学習課窓口にて受講申込書を記入のうえご提出ください。
　その際は、返信用の官製はがきをご持参ください。
決定通知申込多数の場合は抽選を行い、申込まれた方全員に「はがき」でお知らせします。

施設名 講座名 開催日 定員 ガイド 締切
高田地区公民館
☎856-2779
6855-0050

作って遊ぼう 11月14日㊏ 15人 紙などを使って、おもちゃを作り、遊
ぼう（参加費無料） 10月30日㊎

上長与地区公民館
☎883-7711
6883-0575

磁石で遊んでみよう
講師：県立北陽台高校教諭

緒方　則彦　
11月14日㊏ 20人 ばたばた蝶やクリップモーターなどを

作って遊んでみよう！（要実費200円） 10月23日㊎

多目的研修集会施設
☎887-0392
6883-2035

お菓子作り 11月７日㊏ 10人 クッキーをかわいくデコレーションし
ましょう。（要実費） 10月20日㊋

※*n-shogai659-1@nagayo.jp(生涯学習課経由)でも受付をいたします。
　メール件名に「子ども講座」と入れてください。
　住所・氏名・電話番号・学校名・学年・保護者名・講座名を忘れずに入力してください。

　料金の未納などがあり、早急に連絡するようにとメー
ルが送られてくる事例が町内でも多数確認されています。
身に覚えのない請求には応じないように注意しましょう。

相談事例
　先日、自分の携帯電話に「有料サイトの料金が未納
となっている。このままでは職場へ取り立てに行くし、
場合によっては裁判になる。早急に連絡するように」
という内容のメールが届き、電話番号が記載されてい
た。携帯でインターネットを見ることは時々あるが、
有料のサイトを利用したような覚えはない。取り立て
や裁判と書いてあるが、どうしたらいいか。

アドバイス
●�身に覚えのない料金を請求される「架空請求」と思わ
れる事例が町内でも多数確認されています。身に覚
えのない請求には応じないように注意しましょう。

●�慌てて連絡をしてしまうと「手続きに必要」など、様々
な理由をつけて住所や氏名などの個人情報を聞き
出される可能性があり、危険です。

消費者注意報
有料サイトの利用料を滞納？

不審なメールにご注意ください。

困ったときは消費生活センターまたは長与町役場
相談窓口へご相談ください。
長崎県消費生活センター　　☎824-0999
長与町消費生活相談窓口　　☎883-1111
※�長与町ホームページでも消費生活に関する情

報をお知らせしています。
　町ホームページ→相談窓口→消費生活相談
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日本年金機構長崎北年金事務所
役場健康保険課年金係

☎861-1582
☎801-5821

日本年金機構長崎北年金事務所
役場健康保険課年金係

☎861-1582
☎801-5821

1387

暮
ら
し
の
情
報

申請から認定までの流れ　
　介護保険のサービスを受けるためには、要介護・要支援認定を受ける必要があります。
申請から認定までの流れは以下のとおりです。
①要介護・要支援認定の申請

【対象者】○65歳以上の方…日常生活において介護や支援が必要な方
　　　　  ○40歳以上65歳未満の方…介護保険で対象となる病気（特定疾病）により介護や支援が必要となった方
【手続き】○65歳以上の方は介護保険被保険者証を、40歳以上65歳未満の方は健康保険証を添えて、介護保険課へ申請書

をご提出ください。申請書は介護保険課で入手、または町ホームページでダウンロード可能です。
　　　　 ○申請書には主治医の氏名を記入する欄があります。事前に氏名をご確認いただき、申請時期について、主治医   

などにご相談いただく必要があります。
　　　　  ※介護サービスの利用が必要となったときに申請してください。

②訪問調査の実施、及び主治医の意見書作成
　　　○認定調査員が自宅などを訪問し、本人や家族から心身の状態、日頃の様子などをうかがいます。
　　　○町から主治医へ意見書の作成依頼を行います。
③コンピュータによる一次判定
　　　○訪問調査・主治医意見書の内容を元に、コンピュータが介護度を判定します。
④認定審査会による二次判定
　　　○コンピュータの判定結果を元に、有識者の会議で介護度が決定されます。
⑤認定結果の通知（要介護１～５・要支援１、２・非該当）
　　　○認定結果を記載した被保険者証を町から本人へ送付します。
　　　○申請から認定までの日数は30日～40日程度を要します。
　　　○結果が非該当となった方でも、介護保険給付対象外のサービスで、地域支援事業などがご利用いただけます。その他、

認定が下りた後のサービス利用の流れなど、ご不明な点はお問い合わせください。

問介護保険課　☎883-1111
　地域包括支援センター　☎887-3008

国民年金は、日本に住所がある20歳から60歳までのすべて
の方が加入し、保険料を出し合うことにより、お互いを支え合
う制度です。就業形態などによって、第1号被保険者（自営業、
農業者、学生、無職の方など）、第2号被保険者（会社員や公務
員など厚生年金の加入者※）、第3号被保険者（第2号被保険者
に扶養されている配偶者）の3種類に分かれており、20歳になっ
た時、被保険者に変更があった時は、必ず手続きが必要となり
ます。
※平成24年8月に成立した「被用者年金一元化法」により、こ
れまで厚生年金と共済年金に分かれていた被用者年金制度は、
10月1日から厚生年金制度へ統一されました。

《手続き場所》
○20歳になったとき
　第1号被保険者（必要なもの：印鑑）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先
○就職したとき…本人の勤務先
○離職したとき（必要なもの：年金手帳、印鑑、健康保険資格
喪失証明書・離職票・雇用保険受給資格者証・退職辞令など
退職年月日の証明ができるもの）

　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　　⇒離職した方の第3号被保険者（20～60歳）も、手続きが

必要になります。
○配偶者の扶養に入ったとき…配偶者の勤務先
○配偶者の扶養からはずれたとき（必要なもの：年金手帳、印鑑、
健康保険資格喪失証）

　　…市町村役場または管轄の年金事務所
○住所や氏名が変わったとき
　第1号被保険者（必要なもの：年金手帳、印鑑）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先
○海外に居住するとき・海外から帰ってきたとき
　第1号被保険者（必要なもの：年金手帳、印鑑、パスポート）
　…市町村役場または管轄の年金事務所

　第2・3号被保険者…本人または配偶者の勤務先
○年金手帳を紛失したとき
　第１号被保険者（必要なもの：印鑑）
　　…市町村役場または管轄の年金事務所
　第２･３号被保険者 …本人または配偶者の勤務先

こんな時は、必ず手続きを!!
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図 書 館だより

No.314

図書館まつり　～図書館へ行こう‘15～
　10月31日㊏、11月1日㊐に、図書館まつりを予定しています。多くの方のご来館をお待ちしております。
すべて入場無料です。

図書館まつりに伴い、閲覧室は10月28日㊌～11月1日㊐の期間通常利用ができません。
ご不便をおかけいたしますが、予めご了承ください。武道館裏の長与小学校運動場の駐車場もご利用ください。

ほほえみ号巡回予定日

 日 月 火 水 木  金 土11 1 2 3 4 5 6 7
 8 9 10 11 12 13 14
 15 16 17 18 19 20 21
 22 23 24 25 26 27 28
 29 30   

 日 月 火 水 木  金 土10     1 2 3
 4 5 6 7 8 9 10
 11 12 13 14 15 16 17
 18 19 20 21 22 23 24
 25 26 27 28 29 30 31  

図書館カレンダー （火曜日コース） □印　（土曜日コース） ■印　休館日 ●印

長与町図書館
☎883-1799 6883-7222
開館時間 10時～18時

パソコンや携帯、スマートフォン
から資料の検索や予約が
できます。

パソコン http://nagayo-lib.jp 携帯用

スマートフォン用

日時・場所 催しの部 内容

10月31日㊏10時～13時
2階閲覧室

10月31日㊏11時～11時40分
2階和室

10月31日㊏13時30分～14時
2階閲覧室

10月31日㊏14時30分～16時
2階閲覧室

11月1日㊐10時～14時
2階第２会議室

11月1日㊐14時～15時
3階ホール

古雑誌差し上げます！

ブックリサイクル

スペシャルおはなし会
（長与子どもの本の会）

「長与の子ども俳句」
表彰式

講演会
「共感の喜び 紙芝居の魅力って？」

講師：千竃八重子

ギャラリー＆トーク
「ひとつぶの絵本のたね」

講師：木村瞳子

2013年12月号～2014年10月号の雑誌
を差し上げます。おひとり5冊まで持ち帰り
できます。

絵本や紙しばい、ほかに何があるかな？ 
お楽しみに！

入選作の表彰式を行います。
展示は11月1日㊐16時まで

子どもから高齢者まで魅きつける紙芝居。
意外と知られていない、その特性や演じ方
をお教えします！

町民の皆さまから提供していただいた古本
です。おひとり10冊まで持ち帰りできます。
（集本は10月25日㊐10時～17時カウンターにて）

ギャラリー 10月31日㊏10時～18時
　　　　　11月1日㊐10時～17時
絵本の読みかたりと絵本ができるまでをお
話します。豆本づくりもあり。

10月17日㊏～31日㊏に配布。
先着50人まで

入場整理券が必要です

◎展示の部　11月4日㊌午前まで （1階ロビーにて）

その他「図書館クイズ」もあるよ！（クイズと応募箱は1階玄関付近にあります）

●グループ活動紹介　～図書館を楽しんでいます～（1週間交代でグループ活動を展示します）
1.中国の絵本を楽しむ会　2.ゆうゆう会　3.自然観察会　4.ゆりかご会　5.長与子どもの本の会
6.郷土誌友の会　7.長与町の新しい図書館を想う会・布の絵本の会（数字は展示順）

図
書
館
だ
よ
り

新
し
い
図
書
館
を
考
え
る
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友
を
選
ば
ば　

書
を
読
ん
で

六
分
の
侠
気　

四
分
の
熱　
　

　

明
治
の
詩
人
、与
謝
野
鉄
幹
の
詩
の一
節
で
す
。

「
本
は
心
の
友
」と
言
わ
れ
ま
す
が
、友
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
人
格
も
ま
た
読
書
に
よ
っ
て
培
わ
れ

る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、平
成
25
年
度
調
査
に
よ
る
と
、県

内
小
・
中
・
高
校
生
の
不
読
者（
月
に
一
冊
も
本
を

読
ま
な
か
っ
た
人
）の
割
合
は
、小
中
高
の
順
で
、

0
．8
％
、2
．2
％
、11
．3
％
と
増
え
て
お
り
、

全
国
で
は
、5
．2
％
、16
．9
％
、45
．0
％
と
、さ

ら
に
深
刻
な
状
況
で
す
。ま
た
、平
成
26
年
の
大

学
生
の
生
活
に
関
す
る
調
査
で
は
、40
．5
％
が

読
書
に
あ
て
る
時
間
が
ゼ
ロ
、平
均
読
書
時
間

は
30
分
未
満
で
、さ
ら
に
減
少
傾
向
に
あ
る
と

い
う
驚
く
べ
き
読
書
離
れ
の
実
態
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、全
国
の
各
種
図

書
館
で
は
、テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
た
め
に
、専

用
コ
ー
ナ
ー
や
掲
示
板
の
設
置
、読
書
案
内
の

工
夫
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

長
与
町
図
書
館
の
統
計
で
は
、中
高
生
の
利

用
登
録
者
は
全
体
の
約
8
％
で
す
が
、利
用
は

約
2
％
に
と
ど
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

今
月
末
か
ら
始
ま
る
読
書
週
間
で
読
書
を
呼

び
か
け
る
と
と
も
に
、学
校
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

で
、利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
え
る
こ
と
も
重

要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

（
長
与
町
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
課
）

テ
ィ
ー
ン
エ
イ
ジ
ャ
ー
の
読
書
事
情
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No.
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No.
272 子

育
て

のぞみ保育園

わかば保育園

0歳児　『泣き声は　家族をつなぐメッセージ　まずは声かけ抱き寄せて』
1歳児　『イヤイヤは　人生初の自己主張　こんな時期だと楽しんで』
2歳児　『「自分でする」強気な姿勢を見守って　そっと差し出す支えの手』
3歳児　『何度言っても繰り返す　大目にみてね　いたずらも』
4歳児　『大きくなったと思っても　まだまだいっぱい抱っこして』
5歳児　『認めよう！やる気を信じて待つことで　頭も体も使う子に！』

愛されている　その自信が子どもの心の出発点
子育てのポイント『標語』

0歳児　『泣き声は　家族をつなぐメッセージ　まずは声かけ抱き寄せて』
1歳児　『イヤイヤは　人生初の自己主張　こんな時期だと楽しんで』
2歳児　『「自分でする」強気な姿勢を見守って　そっと差し出す支えの手』
3歳児　『何度言っても繰り返す　大目にみてね　いたずらも』
4歳児　『大きくなったと思っても　まだまだいっぱい抱っこして』
5歳児　『認めよう！やる気を信じて待つことで　頭も体も使う子に！』

愛されている　その自信が子どもの心の出発点
子育てのポイント『標語』

No.
272
No.
272 子

育
て

　

ゆ
っ
た
り
と
流
れ
る
長
与
川
。そ
の
上

に
か
か
る
皆
前
橋
の
近
く
に
、長
与
保
育

園
が
あ
り
ま
す
。定
員
1
5
0
人
の
大

き
な
保
育
園
で
は
あ
り
ま
す
が
、子
ど
も

一
人
ひ
と
り
が
、安
心
し
て
過
ご
せ
る
よ

う
に
心
掛
け
て
い
ま
す
。保
育
目
標
は
、

『
明
る
い
子
ど
も
・
優
し
い
子
ど
も
・
チ
ャ

レ
ン
ジ
す
る
子
ど
も
』子
ど
も
た
ち
に

と
っ
て
楽
し
く
大
好
き
な
保
育
園
、保
護

者
の
皆
さ
ま
に
は
安
心
し
て
任
せ
ら
れ

る
保
育
園
を
目
指
し
て
日
々
頑
張
っ
て

お
り
ま
す
。

　

保
育
園
で
は
、い
ろ
ん
な
体
験
が
出

来
る
よ
う
楽
し
い
行
事
が
盛
り
沢
山
で

す
。四
季
折
々
の
行
事
も
楽
し
ん
で
い

ま
す
。今
年
の
夏
に
は
、７
メ
ー
ト
ル
の

竹
を
使
っ
て「
素
麺
流
し
」を
し
ま
し
た
。

子
ど
も
た
ち
は
、流
れ
る
素
麺
を
見
て

大
喜
び
。あ
の
手
こ
の
手
で
す
く
い
上

げ
、あ
っ
と
い
う
間
に
お
椀
は
大
盛
り

に
。次
か
ら
次
へ
と
何
度
も
お
か
わ
り
に

通
う
の
で
、用
意
し
た
素
麺
が
追
い
付

か
ず
、慌
て
て
追
加
の
麺
を
茹
で
た
ほ
ど

で
し
た
。そ
の
他
に
も
、デ
イ
サ
ー
ビ
ス

の
お
祭
り
や
敬
老
会
な
ど
の
催
し
物
に

参
加
し
、地
域
と
の
交
流
を
深
め
て
い

ま
す
。園
内
に
は
、子
育
て
支
援
セ
ン

タ
ー「
さ
く
ら
ん
ぼ
」も
10
時
か
ら
16
時

ま
で
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。ど
う
ぞ
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

め
ぐ
み
保
育
園
は
電
車
が
見
え
る
保

育
園
で
す
。長
与
駅
の
す
ぐ
側
に
あ
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
は
、電
車
が
通
る
度
に「
来

た
！
」と
大
喜
び
で
、一
斉
に
手
を
振
っ
て

い
ま
す
。な
な
つ
星
が
来
た
時
は
、大
喜

び
で
し
た
。

　

毎
年
、年
長
さ
ん
は
長
与
駅
か
ら
電
車

に
乗
っ
て
、諫
早
公
園
ま
で
汽
車
遠
足
に

出
掛
け
ま
す
。切
符
を
自
分
で
買
っ
て
、電

車
に
乗
る
と
、同
席
し
て
い
る
人
が
、「
ど

こ
に
行
く
の
？
」と
優
し
く
声
を
掛
け
て

く
れ
ま
す
。車
窓
か
ら
見
え
る
大
村
湾
の

景
色
を
眺
め
な
が
ら
、話
も
弾
み
ま
す
。

諫
早
駅
で
降
り
る
と
、次
は
本
明
川
の
河

川
敷
を
目
指
し
て
歩
き
ま
す
。そ
こ
で

は
、ト
ン
ボ
や
バ
ッ
タ
を
見
つ
け
て
子
ど
も

た
ち
は
走
り
ま
わ
り
ま
す
。そ
う
し
て
、

ド
キ
ド
キ
し
な
が
ら
飛
び
石
を
渡
り
、公

園
に
到
着
で
す
。大
楠
の
あ
る
頂
上
ま
で

登
っ
て
食
べ
る
お
弁
当
は
、最
高
に
お
い

し
い
よ
う
で
す
。ど
ん
ぐ
り
拾
い
や
、落
ち

葉
合
戦
な
ど
、普
段
出
来
な
い
体
験
を
、

毎
年
楽
し
ん
で
帰
っ
て
来
ま
す
。

　

長
与
駅
を
始
め
、中
尾
城
公
園
や
町

民
文
化
ホ
ー
ル
、町
民
体
育
館
と
、恵
ま

れ
た
環
境
の
中
で
、地
域
に
根
差
し
た
子

ど
も
た
ち
の
育
ち
を
、こ
れ
か
ら
も
支
え

て
行
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

長
与
保
育
園

め
ぐ
み
保
育
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佐藤内科医院
佐藤　尚一

経鼻内視鏡と
カプセル内視鏡について
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医療法人
なかむら整形外科
中村　昌一

人工関節について
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平井内科
平井　義修

CKD（慢性腎臓病）について

　CKDとはSKDではなく慢性腎臓病（Chronic 

Kidney Disease）の頭文字です。AKBとも似ている

ためか、メタボほどではありませんが、少しずつ知ら

れて来ているようです。

　慢性糸球体腎炎が以前は主なものでしたが、最近

は、糖尿病によるもの、加齢による腎硬化症が著しく

増加しています。CKDの患者数は世界で5億人以上、

日本では1300万人以上と考えられています。

　CKDの行き着くところは透析となります。日本で

の透析患者数は、30万人を超えています。医療費の

増大は大変なことですが、それ以上に重要なことは、

透析になる前に心血管系障害により死亡することが

多いことです。

　すなわち、CKDでは透析になるより心血管系障害

で死亡することがはるかに多いといえます。

　予防、早期発見、進行防止が最も重要なことです。

年に1～2回検診を受けてください。検尿と腎機能検

査（血清クレアチニンなど）は、必ず受けてください。

そこで、何かありましたら病院を受診してください。

　現在、長崎県としてもCKDの啓蒙などに努めてい

ます。（私も、腎臓専門医開始の頃より末席をけがし

ております）

そのだ内科クリニック
苑田　文成

睡眠時無呼吸症候群
（SAS）について

　睡眠時無呼吸症候群（SAS）とは、字のごとく、眠っ

ているときに息が止まる病気ですが、この病気に罹

患していた新幹線運転士の居眠り事故から、マスコ

ミを通じて広く知られるようになりました。

　この病気は、睡眠中に無呼吸が断続的に繰り返さ

れるため、十分に睡眠がとれず、日中の眠気、集中力

に欠けるため、居眠り運転で重大事故を起こしやすく

なります。

　さらに、SASが糖尿病、高血圧、脳卒中、不整脈、心

臓発作（狭心性、心筋梗塞）などの重い病気を引き起

こすことが明らかになってきました。

　最近、米国から、重症のSASを治療せずに放置する

と、9年後には4割の方が心疾患や脳卒中、交通事故

などで亡くなっているという驚くべき事実が報告さ

れました。

　これまで、典型的な患者さんは「太った中年男性」

とされてきましたが、やせた人や女性にも多く、日本

には200万人以上と推定されており、この疾患はけっ

して、稀な疾患ではありません。以下の症状、病気を

お持ちの方は、まずはかかりつけ医に相談されてみ

ては、いかがでしょうか？

1．日中の眠気や疲労

（睡眠時間をたっぷりとった翌日でも出現する）

2．大きないびき

3．無呼吸の指摘

（家族、友人から指摘されたことがある）

4．起床時に頭が痛い

5．高血圧（特に早朝高血圧）、肥満、不整脈、糖尿病など

33 32Nagayo 2015.10



切
り
取
り
線

人
権
相
談

・
行
政
相
談

イ
ベ
ン
ト

保
健
行
事

一
般
対
象

保
健
行
事

母
子
対
象

3月
・
6月
・
9月
・
12月

は
長
与
町
議
会
定
例
会
が
開
催
さ
れ
ま
す
。

10
月
～11月

2015

27	
28	

29	
30	

1 
2 

3 

4 
5 

6 
7 

8 
9 

10 

11 
12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 
19 

20 
21 

22 
23 

24 

25 
26 

27 
28 

29  
30

31	

町
民

体
育

祭
（

総
合

公
園

運
動

広
場

9：00〜
）

上
長

与
地

区
公

民
館

ま
つ

り
［

P21］

健
康

ま
つ

り（
健

康
セ

ン
タ

ー
、

ふ
れ

あ
い

セ
ン

タ
ー

10：00〜
）

行
政

相
談［

P22］

3〜
4か

月
児

健
診

（
健

康
セ

ン
タ

ー
12：45〜

）

3歳
児

健
診

（
健

康
セ

ン
タ

ー
12：45〜

）

1〜
2か

月
児

相
談

（
健

康
セ

ン
タ

ー
9：45〜

）

マ
タ

ニ
テ

ィ
広

場
①

 
（

健
康

セ
ン

タ
ー

9：30〜
）

幼
児

学
級

（
健

康
セ

ン
タ

ー
9：30〜

）

お
誕

生
相

談
（

健
康

セ
ン

タ
ー

9：30〜
）

1歳
9か

月
児

健
診

（
健

康
セ

ン
タ

ー
12：45〜

）

ソ
ー

シ
ャ

ル
ク

ラ
ブ

（
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
10：00〜

）

モ
グ

モ
グ

教
室

（
健

康
セ

ン
タ

ー
9：45〜

）

ソ
ー

シ
ャ

ル
ク

ラ
ブ

（
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
10：00〜

）

離
乳

食
教

室
（

健
康

セ
ン

タ
ー

9：45〜
）要

予
約

議
会

報
告

会
（

長
与

町
水

道
局

19：30〜
）［P14］

健
康

相
談

（
丸

田
荘

13：30〜
）

マ
タ

ニ
テ

ィク
ッ

キ
ン

グ
（ふれあいセンター9：45〜）要予約

健
康

相
談

（
長

与
町

役
場

9：30〜
）

健
康

相
談

（
ま

ん
て

ん
9：30〜

）

ワ
ン

ワ
ン

と
あ

そ
ぼ

う
シ

ョ
ー

役
場

一
部

開
庁

日
（

9：00〜
12：30）［

P22］

上
長

与
地

区
公

民
館

ま
つ

り
［

P21］

殉
国

者
追

悼
式［

P18］

図
書

館
ま

つ
り［

P31］

行
政

相
談［

P22］

人
権

相
談［

P22］

健
康

相
談

（
上

長
与

公
民

館
13：30〜

）

す
て

っ
ぷ

＆
ほ

っ
と

（
健

康
セ

ン
タ

ー
10：00〜

）

人
権

相
談［

P22］

3〜
4か

月
児

健
診

（
健

康
セ

ン
タ

ー
12：45〜

）

3歳
児

健
診

（
健

康
セ

ン
タ

ー
12：45〜

）

1歳
9か

月
児

健
診

（
健

康
セ

ン
タ

ー
12：45〜

）

フッ素塗布事業（健康センター　1.3
歳 12：45〜　2.3・2.9歳 13：15〜）

行
政

相
談［

P22］

す
て

っ
ぷ

＆
ほ

っ
と

（
健

康
セ

ン
タ

ー
10：00〜

）

お
や

こ
相

談
（

健
康

セ
ン

タ
ー

9：45〜
）

行
政

相
談［

P22］

長
与

町
結

婚
相

談
所

開
所

日
（社会福祉協議会10：00〜16：00）

長
与

町
結

婚
相

談
所

開
所

日
（社会福祉協議会10：00〜16：00）

日
　

月
　

火
　

水
　

木
　

金
　

土

・・・ ・

仏
滅

大
安

赤
口

友
引

先
負

大
安

赤
口

先
勝

先
負

仏
滅

赤
口

先
勝

先
負

仏
滅

大
安

先
勝

友
引

仏
滅

大
安

赤
口

友
引

先
負

大
安

赤
口

先
勝

先
負

仏
滅

赤
口

先
勝

友
引

仏
滅

大
安

先
勝

友
引

先
負

9
月

10月

あなたが写した町の発見をご紹介します

　世界各国の14歳から17歳のボーイスカウトが4年に1度集う、スカ
ウト運動最大の教育イベント「第23回世界スカウトジャンボリー」が、
7月27日から8月9日まで山口県のきらら浜で開催されました。日本
では44年ぶり、2回目の開催です。152の国と地域から33,838人が
参加し、2週間に渡るキャンプ生活を体験しました。世界の縮図のよ
うな状況で、ボーイスカウト同士で助け合い、認め合う、違いを超えて
向き合う、そして世界を学ぶことが目的です。日本からも約6,000人
が参加し、長与町からも長与中学校3年生の綿巻賢くん、長与第二中
学校2年生の中満篤くん、ニュージーランドに留学中の瀬端アーサー
くんの3人が参加し、日頃の訓練の成果を発揮し、世界各国のスカウ
トと友情を育みました。

ボーイスカウト長崎第10団

第23回世界スカウトジャンボリー

　ニュータウン中央区自治会から吉岡清彦会長をはじめ、自治会
役員や小学生など9人が8月25日に役場を訪れ、「チャレンジ1年
間の交通安全宣言」を行いました。代表して洗切小6年生の長与
陸さん、平田静流さんが交通安全宣言を元気よく読み上げ、吉田
町長に宣言書を手渡しました。交通安全宣言は、長与町長と時津
警察署長へ毎年提出されています。

交通事故を防止して
安全で安心して暮らせる町のために！
－ニュータウン中央区自治会交通安全宣言－

　高田郷の山﨑数子さん宅に、8輪の月下美人が咲きました。月
下美人は、夜に花を咲かせ、一晩しか花を咲かせないことで有名
ですが、9月6日、23時30分頃、満開になりました。この月下美人
は、鉢植えで、30年以上育てており、現在は吉無田郷にお住まい
の田中司さんが毎日、朝晩欠かさず水やりをし、お世話をしてい
ます。田中さんは「真夏の日中は日陰に入れたり、くもりの日は外
に出したりと、日当たりや気温に注意しながら大切に育てました」
と話してくれました。

月下美人が花を咲かせました！

体
育
の
日

（
町

民
文

化
ホ

ー
ル

　
第

1部
11：00〜

、第
2部

14：30〜
）

・
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写真・投稿者の氏名（匿名希望・ペンネームも可）・自治会名・広報
ながよを読んでの感想を添えてください。
※人を撮られる場合は、広報ながよに掲載することの承諾を受けてください。

●郵　送 〒851-2185 長与町嬉里郷659-1長与町役場　
 政策推進課「掲載希望のコーナー名」（例）「地元再発見」行とご記入ください。
●持　参 役場3階政策推進課窓口
●メール nagayo@nagayo.jp
 件名に「掲載希望のコーナー名」をご記入ください。
《期　限》 原則として、毎月5日までに投稿された場合は翌月号に、6日以降の場合は、

翌々月号への掲載となります。

町内にお住まいの方で結成されたグループや団体
などをご紹介ください。

地元再発見（200字程度）

ガンバリスト（400字程度）

投稿要領

　長与で人気のスポーツといえば、なんと言って
もソフトボール。今月号に掲載した町民ソフトボー
ル大会は第61回を数える歴史ある大会です。今
年は当初の日程が雨のため順延となっての開催と
なりましたが、それにも関わらず、38チームが参加
し熱戦を繰り広げました。
　町民ソフトは初取材だったのですが、まず自治
会揃いのユニフォームがあることに驚きました。町
民のソフトボール愛を見せつけられた瞬間でした。
　各チームの和気あいあいとした雰囲気にこちら
まで笑顔になる場面も多くありました。これを見習
い、私たち「チーム広報ながよ」も今後ますますチ
ームワークを大切に誌面作成に努めてまいります。
　すっかり秋めいてきました。季節の変わり目です
ので、皆さまご自愛くださいませ。

（有と岩ときどき石）

投投投

と言って
フトボー
です。今
の開催と
ムが参加

真・投
がよを
人を撮ら

185 長
 政策推進課「掲
●持　参 役場3階政策推

元再発

ンバリ

治

写真
なが
※人

●郵　送 〒851-21
政策推進

地元

ガン

て
ー
今
と
加

編 集 後 記

 人口 42,576人 （ ＋143 ）
 世帯 16,806世帯 （ ＋195 ）

 男 20,359人 （ ＋ 83 ）
 女 22,217人 （ ＋ 60 ）

出生 40人
死亡 34人

転入 182人
転出 164人

平成27年9月1日現在（前年比）

※住基法の改正により、2012年7月より外国人居住者数も含まれています人口のうごき
8月中のうごき

題材は自由です。ジャンルを問わずご紹介ください。

あなたの撮影写真を
「広報ながよ」に
載せよう!!

※なお、掲載された写真・氏名（匿名）・コメントなどは公開されます。その他、広報として適当でないと思われる
　ものは掲載できません。また、全ての原稿を掲載できるわけではありません。何卒ご了解ください。

事業主の皆さま！
　　「雑誌スポンサー」に
　　　　　 なりませんか!?

長与町事業主の皆さまへ
　長与町図書館では、町民の皆さまへの図書館サービスを充実・向上させるため、「雑誌スポンサー
制度」を導入することにいたしました。
　これは、事業主の皆さまに、雑誌購入のスポンサーとして1年間の雑誌購入費用を負担していただ
く代わりに、雑誌の最新号の表・裏表紙に広告を掲載させていただき、その分の予算を図書館サービ
スの充実に活用するもので、既にいくつかの自治体で実施されています。
　雑誌は図書館資料の中でも、非常に利用回転率の高いもので、その分多くの町民の皆さまの手に
取ってもらえるため、高い広告効果が期待されます。併せて、企業の地域貢献としても受け止めても
らえるなど、多方面にわたってメリットの高い制度だと考えております。
　「雑誌スポンサー制度」へのご協力をぜひお願いいたします。

○募集対象
　長与町内の企業、商店、団体など
○提供雑誌
　現在、長与町図書館で購入している「雑誌リスト」から選定して
　いただきます。
　※長与町ホームページをご参照ください。
○申込方法
　「雑誌スポンサー」にご興味を持っていただいた方は、どうぞ
　お気軽にご連絡ください。
　詳細について、担当からご説明させていただきます。

■問 長与町教育委員会生涯学習課
　 〒851-2185　長与町嬉里郷659-1
　 ☎801-5682　6883-7151

○広告サンプル
　雑誌には、右のように広告を掲載したカバーを、最新号にのみ
　装着します。

表

スポンサー名

全面広告
※スポンサー

作成

裏 切
り
取
り
線

20
15
年
11
月

第
2・
4
金
曜
日

す
て
っ
ぷ
＆
ほ
っ
と

対
象
：
65
歳
未
満
で
心
や
体
の
機
能
低
下
や
閉
じ
こ
も
り
予
防
が
必
要

な
方

会
場
：
健
康
セ
ン
タ
ー
　
時
間
：
10
：
00
～
14
：
00

■問
 健
康
保
険
課
 ☎
80
1-
58
20

（
注
）祝
日
は
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 
実
施
日
は
上
記
と
異
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
　
カ
レ
ン
ダ
ー
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

月
曜
日
～
金
曜
日

乳
幼
児
・
学
童
で
心
や
身
体
の
発
達
に
不
安
の
あ
る
親
子
支
援
。

会
場
：
ほ
ほ
え
み
の
家
　

時
間
：
10
：
00
～
16
：
00

■問
 ひ
ば
り
学
級
 ☎
85
5-
85
68

ひ
ば
り
学
級

対
象
：
65
歳
以
上
の
方

お
元
気
ク
ラ
ブ

■問
 介
護
保
険
課
 ☎
88
3-
11
11

会
場
：
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー

時
間
：
9：
45
～
14
：
00

火
曜
日

水
曜
日

会
場
：
南
交
流
セ
ン
タ
ー

時
間
：
9：
45
～
14
：
00

金
曜
日

会
場
：
長
与
町
図
書
館
3階

時
間
：
9：
45
～
14
：
00

毎
週
火
・
水
・
金
曜
日

長
崎
県
小
児
救
急
電
話
相
談
 ♯
80
00
へ

お
子
さ
ん
の
急
な
病
気
や
ケ
ガ
な
ど
で
心
配
な
と
き
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

（
ダ
イ
ヤ
ル
回
線
の
方
は
☎
82
2－
33
08
へ
）

ス
ト
ー
カ
ー
事
案
・
夫
婦
間
の
暴
力
・
児
童
虐
待
少
年
非
行
・

悪
質
商
法
、交
通
問
題
な
ど

毎
日
19
時
～
翌
朝
8時

■
長
崎
県
救
急
医
療
情
報
 h
ttp
://
w
w
w
.p
re
f.n
ag
as
ak
i.j
p/
ky
uk
yu

月
曜
日
～
金
曜
日
内
科・
耳
鼻
咽
喉
科

小
児
科

内
科・
小
児
科

20
：0
0～
翌
朝
6：
00

20
：0
0～
23
：3
0

20
：0
0～
翌
朝
6：
00

土
曜
・日
曜
・
祝
日

■
診
療
科
目
受
付
時
間

長
崎
市
夜
間

急
患
セ
ン
タ
ー

長
崎
市
栄
町
2番
22
号
　
長
崎
市
医
師
会
館
1階

8
2
0
-8
6
9
9

や
か
ん
 に
 は

ハ
 ロ
ー
 き
ゅ
う
 き
ゅ
う

健
康
セ
ン
タ
ー
 ☎
85
5-
89
02
 6
85
5-
89
13

　
心
の
健
康
相
談

◎
こ
ど
も
、女
性
、障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

　
・
精
神
障
害
の
相
談
…
…
…
…
☎
84
6-
51
15

　
・
こ
こ
ろ
の
電
話
…
…
…
…
…
☎
84
7-
78
67

◎
西
彼
保
健
所
…
…
…
…
…
…
☎
85
6-
51
59

◎
役
場
健
康
保
険
課
…
…
…
…
☎
80
1-
58
20

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

悩
む
よ
り
　
か
け
て
安
心
　
＃
91
10

2
4
時
間
緊
急
手
術
体
制

長
崎
百
合
野
病
院
 ☎
85
7-
33
66

第
1・
3
木
曜
日

精
神
の
病
気
を
も
つ
方
の
交
流
の
場
で
す
。

会
場
：
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
　

時
間
：
10
：
00
～
15
：
00

■問
 健
康
保
険
課
 ☎
80
1-
58
20

ソ
ー
シ
ャ
ル
ク
ラ
ブ

2
4
時
間
電
話
を
通
じ
て
健
康
を
お
届
け
し
ま
す
。

健
康
テ
レ
ホ
ン
サ
ー
ビ
ス
 ☎
82
6-
55
11

01
20
-5
55
-2
03

10
月
の
テ
ー
マ

月 火 水 木 金 土
・日

不
整
脈
、脈
の
乱
れ
が
み
ら
れ
た
ら

手
指
の
変
形
、へ
バ
ー
デ
ン
結
節

母
乳
育
児
の
す
す
め

原
因
さ
ま
ざ
ま
　
耳
鳴
り

飲
み
に
く
い
と
感
じ
た
ら
…
嚥
下
障
害
①

不
正
出
血
と
必
要
な
検
査

◎
警
察
安
全
相
談
電
話
 ☎
82
3-
91
10

◎
時
津
警
察
署
 　
　
　
☎
88
1-
01
10

1
2

3
4

5
6

7
日

　
月

　
火

　
水

　
木

　
金

　
土

図
書

館
ま

つ
り［

P3
1］

町
民

文
化

祭
文

化
講

演
会［

P3
8］

（
町

民
文

化
ホ

ー
ル

14
：0

0〜
）

ソ
ー

シ
ャ

ル
ク

ラ
ブ

（
老

人
福

祉
セ

ン
タ

ー
10

：0
0〜

）
す

て
っ

ぷ
＆

ほ
っ

と
（

健
康

セ
ン

タ
ー

10
：0

0〜
）

町
民

文
化

祭（
芸

能
祭

）
［

P2
0］

健
康

相
談

（
丸

田
荘

13
：3

0〜
）

4㊐
し

も
ぐ

ち
内

科（
呼・

内・
小

）
☎

84
3-

72
25

長
与

も
り

ハ
ー

ト
ク

リ
ニ

ッ
ク（

内・
循

）
☎

81
3-

26
70

時
津

11
㊐

長
沢

医
院（

内・
小

）
☎

88
3-

56
22

長
与

長
崎

北
病

院（
神

内・
内

）
☎

88
6-

87
00

時
津

12
㊗

井
川

内
科

医
院（

内・
小・

放
）

☎
88

3-
16

61
長
与

た
な

か
小

児
科

ク
リ

ニ
ッ

ク（
小

）
☎

86
5-

95
50

時
津

18
㊐

ひ
ろ

た
小

児
科（

小
）

☎
85

5-
11

13
長
与

う
ら

の
眼

科
ク

リ
ニ

ッ
ク（

眼
）

☎
86

5-
85

55
時
津

25
㊐

成
田

内
科

医
院（

内・
小

）
☎

88
3-

20
11

長
与

え
の

も
と

整
形

外
科（

整・
リ

ウ・
リ

ハ
）

☎
88

1-
00

12
時
津

1㊐
松

本
外

科
医

院（
外・

胃・
肛・

呼・
リ

ハ
）

☎
88

7-
55

54
長
与

松
尾

り
ょ

う
い

ち
ク

リ
ニ

ッ
ク（

泌
）

☎
89

4-
50

25
時
津

3㊗
こ

が
内

科
外

科
ク

リ
ニ

ッ
ク（

内・
外・

小
）

☎
88

3-
45

35
長
与

黒
崎

医
院（

内・
小・

外・
小

外・
皮

）
☎

88
2-

21
25

時
津

10
・
11
月
の
救
急
医
療
在
宅
当
番
医

3㊏
（

有
）島

田
設

備
工

業
☎

88
2−

44
56

4㊐
星

野
管

工
設

備（
株

）
☎

85
6−

11
61

10
㊏

滑
石

設
備（

株
）

☎
85

6−
25

12

11
㊐

（
株

）長
崎

技
研

☎
84

2−
47

81

12
㊗

大
栄

設
備（

株
）

☎
81

8−
39

02

17
㊏

（
株

）イ
ワ

ナ
ガ

☎
88

3−
33

92

18
㊐

（
株

）リ
ド

ー
ム

☎
85

0−
88

50

24
㊏

田
中

設
備

☎
88

3−
12

84

25
㊐

（
有

）ミ
ズ

ヤ
設

備
☎

85
0−

68
95

31
㊏

（
有

）住
吉

設
備

☎
84

4−
53

64

1㊐
（

株
）五

島
設

備
工

業
☎

85
7−

62
90

3㊗
（

有
）池

田
設

備
☎

82
7−

81
79

7㊏
（

株
）ユ

ート
ピ

ア
☎

86
1−

08
40

10
月

11
月

10
・
11
月
の
水
道
ト
ラ
ブ
ル
担
当
業
者

10
月

11
月

仏
滅

大
安

赤
口

先
勝

友
引

先
負

仏
滅

11
月

※
当
番
医
は
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
当
日
の
新
聞
な
ど
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
当
日
の
診
療
科
目
は
直
接
医
療
機
関
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い
。

文
化
の
日
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環
境
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配
慮
し
再
生
紙
と
揮
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有
機
化
合
物
を
一
切
含
ま
な
い
N
O
N
-VO
C

ベ
ジ
タ
ブ
ル
イ
ン
キ
で
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。


